
- 170 - 

第７回軽米町議会定例会平成２８年度軽米町一般会計予算等審査特別委員会  

  

平成２８年 ３月１４日（月） 

午前１０時００分  開 議  

 

議 事 日 程 

 議案第２０号 平成２８年度軽米町一般会計予算 
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〇出席委員（１２名） 

   １番 中 里 宜 博 君       ２番 中 村 正 志 君 

   ３番 田 村 せ つ 君       ４番 川原木 芳 蔵 君 

   ５番 上 山 勝 志 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 茶 屋   隆 君       ８番 大 村   税 君 

   ９番 松 浦 満 雄 君      １０番 本 田 秀 一 君 

  １２番 古 舘 機智男 君      １３番 山 本 幸 男 君 

 

〇欠席委員（１名） 

  １１番 細谷地 多 門 君 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副      町     長      藤 川 敏 彦 君 

      教      育     長      菅 波 俊 美 君 

      総    務    課    長      日 山   充 君 

      税 務 会 計 課 長      山 田   元 君 

      町 民 生 活 課 長      中 野 武 美 君 

      健 康 福 祉 課 長      川原木 純 二 君 

      産 業 振 興 課 長      高 田 和 己 君 

      地 域 整 備 課 長      新井田 一 徳 君 

      教    育    次    長      佐々木   久 君 

      監    査    委    員      瀧 澤 英 敬 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      高 田 和 己 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山   充 君 

      健康ふれあいセンター所長      川原木 純 二 君 

      水 道 事 業 所 長      新井田 一 徳 君 

      再生可能エネルギー推進室長      平   俊 彦 君 

      税 務 会 計 課 担 当 主 幹      於 本 一 則 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

      議 会 事 務 局 長      佐 藤 暢 芳 君 

      議 会 事 務 局 主 査      鶴 飼 義 信 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、特別委員会を開会いたします。 

    本日の出席委員は１２名であります。細谷地委員長から欠席の旨の届け出がござ

います。よって、本日の会議は成立いたしました。 

（午前１０時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２０号の審査 

〇副委員長（舘坂久人君）  それでは、４７ページ、２款総務費、３項徴税費から始めた

いと思います。 

    再生可能エネルギー推進室長、平俊彦君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） それでは初めに、金曜日中村委員からご

指摘いただきました４７ページの再エネ推進費の旅費の件で説明させていただきま

す。 

    内訳でございますけれども、委員の費用弁償ということで１万５，０４４円計上

させていただきましたけれども、内訳のほうなのですが、費用弁償実費ということ

で、齋藤先生なのですが、盛岡から高速料金のほうを計上させていただいておりま

したので、高速料金が入った金額ということでご理解いただきたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 私はここで聞きたいのはそういう細かいことではなく、再生可能

エネルギー推進室がことし４月から本格的に動くと、途中から動くと。それで、こ

の予算に出ているものでどういう仕事をするのかなということを聞いているわけで

す。だから、旅費とか費用弁償の金額が出るということは、何か事業をやるから予

算が使われるわけですよね。そのことを聞いているのです。再生可能エネルギー推

進室では、ことしは町民対象の視察研修やるというのは言いましたよね。ただ、そ

れにはお金がかからないよと言っていましたよね。だから、費用弁償というのは別

な事業をやるために予算とっているのではないかと思ったわけです。その説明がな

いわけです。だから、何の事業やろうとしているのかを説明していただければいい

のです。齋藤先生がどうのこうの、そんなのはどうでもいいのですよ、はっきり言

えば。それは事務的なことですから。わかりますよね。 

〇副委員長（舘坂久人君） 再生可能エネルギー推進室長、平俊彦君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） ただいまの費用弁償の内訳でございます

けれども、林地開発等の各種事務打ち合わせの旅費、それから推進協議会の出席委

員の旅費ということで内訳となっております。 

    以上でございます。 
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〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） だから、あなたが言ったのでこの金額になるのかなというふうな

疑問を私抱いていたものですから、協議会の出席分だけで２９万円の費用弁償がい

くのかなというふうな疑問を持ったので質問しているわけです。だから……もうい

いです。いずれ私が聞きたいのは、再生可能エネルギー推進室ではことしはどうい

う仕事をするのかなということを説明していただければ本当はいいことだったので

すけれども、まあいいです。後でまたいろいろと聞きます。 

    終わります。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    再エネ室長、平俊彦君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） それから、金曜日山本委員から資料要求

いただきました協定書のほう、皆様のほうにお配りさせていただきましたので、ご

らんになっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

             〔「進行」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、２款総務費、３項１目税務総務費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ４８ページ、２目賦課徴収費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ４９ページ、４項１目戸籍住民基本台帳費。 

    中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 直接この予算にはかかわりはないのですけれども、戸籍の関係で。

行革の中で町民生活ガイドブックを作成するというふうな項目がありましたけれど

も、何か以前、今どうなっているのか含めて、転入者等に対して軽米町の概要が書

いてある、手続等やっているという、私けさ見つけてきていたのですけれども、昔

はこういう、もう２５年以上前の話なのですけれども、町民ハンドブックというの

があって、これは作成時には全世帯に配布して、その後は転入者の方々が来たとき

にこれを配布して、軽米町を理解していただくというふうなことで、ずっと昭和５

０年代から継続してきていたようですけれども、今は多分ないのかなという気がし

ているのですけれども、転入者等に対して軽米町の説明とかそういうふうな何か、

今はないのでしょうか。ただ戸籍を受け付けているだけで終わっているのか、ちょ

っとそこを確認させていただきたい。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君） 中村委員のご質問にお答えします。 

    転入者等に対する軽米町の概要の説明というような形になるかと思いますけれど

も、ごみ収集の関係とか、あと軽米町の主な仕事と言えばなんですけれども、保育
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所の関係などの窓口とか、そういう形で口頭で説明しているところでございます。

あと、ごみの収集についてはそこの集落の、行政区のほうの収集の日程表を配布し

ているところでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 町民生活課は窓口のほうの業務なので、総務課長からちょっとお

伺いしたいのですけれども、行政改革で言う町民生活ガイドブックの想定は、例え

ばこういうふうな、前にやったようなことを想定しているのか、例えば島根県邑南

町というような言葉もありましたけれども、邑南町の場合は移住者の方々をまずふ

やすために、子育て支援は邑南町ではこういうことをやっているよという、それを

見開きのＡ３判の両面でつくっている内容でしたけれども、だから一つにはどっち

かといえば一部分なわけですよね。これは全課を網羅したものだと。だから、どち

らのほうを想定しているのかについてちょっと。 

〇副委員長（舘坂久人君） 日山総務課長。 

〇総務課長（日山 充君）  行政改革大綱の中でも平成２８年度でその中身を検討するこ

とにしているのですけれども、いずれ町民の方々に今やっている町の中のことを全

てお知らせしたいなという考えはありますので、ただ費用対効果も考えなければな

らないと思いますので、配ったはいいが誰も使ってくれないというのにはしたくな

いなとは今思っております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） ぜひそういう形でつくってもらえれば、例えば１つの事業がここ

だけのものではないよと、総務課でもやっているし産業振興課でもやっているし、

地域整備課でもやっている、そういうふうなものをひとつ、私ちょっと資料要求も

していたのですけれども、例えば県立軽米高校の支援はどういうことをやっていま

すかといったら、それに対しては総務課ではこういうことを、協議会でこういうこ

とをやっているよ、町民生活課ではこうやっているというふうなぐらいに、全てそ

ういう事業ごとにまとめてもらって、横断してというふうなことを整理されれば我

々住民もすごく理解しやすいと思いますし、今後職員の方々も説明する上において

もこういうのが一つの教科書的な形になって、住民の説明が非常に楽になるのでは

ないかなというふうに私感じていたものですから、そういう話をさせていただきま

したので、ぜひそういう実現を目指していただければと思います。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  今マイナンバー制度の関係でちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

    １つは予算の１万９，０００円、個人番号カード、通知カードの発行委託料の中
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で、特に通知カードの再発行の分というのはどのくらいあって予算化しているのか

というのをお聞きしたいと思いますし、あと個人番号カードというのは私はまだマ

イナンバー制度、余り賛成ではないからあれですけれども、とっていませんが、ど

のくらい発行されているのか。通知カードが届いて、必要で。 

    ３つ目がマイナンバー制度そのもののことで、記入の義務の関係ですけれども、

納税とかいろんな形に使われるということにはなっていますけれども、私は番号を

書きたくないという場合は、例えばそれは許されていると私は理解していますけれ

ども、マイナンバーを記入する義務というのは正式にはことし１月から始まったで

しょうけれども、いろんな義務的なというか、義務ではないのですけれども、そう

いう形で要請された場合、記入しなければならないという義務があるのかどうかと

いうのも確認しておきたい。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午前１０時１２分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時１３分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君） 古舘委員のご質問にお答えします。 

    １点目の通知カードなどの再交付の状況ということですけれども、資料のほうは

ちょっと確認してみなければならないのですけれども、今まで５件ほどあったとい

うことは確認しております。一応なくした場合の発行手数料ということで、９月の

議会で発行手数料のことも改正させていただきましたけれども、それの対応として

一応１万９，０００円というような形で当初予算のほうで上げているということで

ございます。 

    続きまして、番号カードの発行状況になりますけれども、３月９日現在の申請数

なのですけれども、番号カードの発行のほうは地方公共団体情報システム機構、通

称Ｊ―ＬＩＳといいますけれども、そちらのほうに全部委託しているものになりま

すけれども、３月９日現在で５５５名の方が番号カードの申請をしているというこ

とでございます。交付につきましては、日曜交付もきのうも実施しましたけれども、

きのうも３０人ほど交付に来ましたけれども、Ｊ―ＬＩＳのほうから番号カードが

町民生活課のほうに届きますので、それに基づいて各個人宛てに交付の案内をして

いるところでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 税務会計課長、山田元君。 

〇税務会計課長（山田 元君） 古舘委員がおっしゃったように、税のほうであれば、確

定申告はまず平成２７年分の申告についてはことしは記載不要ですよということで
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お話しさせていただきました。実質来年度から本格的に確定申告等のときには必要

になってきます。ただ、その場合に今考えている部分については、古舘委員がおっ

しゃったようにどうしても拒否するというような方については、その旨を記載して

確定申告をしていただくというようなことを考えているようでございますし、また

その方向だと思います。ただ、具体的な詳細については、基本的にはまずご理解い

ただいて記載していただくというようにお願いしたいというふうには考えています

が。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  マイナンバーの記入に関しては、公式の見解では記入しなく

ても、それによって不利益をもたらさないというのがありますので、そういう旨を

町民にもある意味では事実として知ってもらうということも必要ではないかなと思

いますので、義務であって必ず入れなければならないということではないことを確

認しておきたいと思います。 

    それから、住基カードの関連で個人カード５５５名というのだったのですけれど

も、住基カードの場合はどのくらいの実績がありましたか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  住基カードにつきましては、約２００件ほどの交付だっ

たはずです。これにつきましても今年の１月以降はたしか出ておりませんけれども。

先ほど５５５件ということでやりましたけれども、３月現在で個人宛てに交付した

のは２１１件というような形になっているところでございます。 

〇１２番（古舘機智男君） はい、わかりました。 

〇副委員長（舘坂久人君） 税務会計課長、山田元君。 

〇税務会計課長（山田 元君） 今確定申告は税金をいただくだけではなく、所得税の部

分について還付というのもございます。そういう事務作業を税務署のほうで速やか

にしたいというふうな部分もあろうかと思います。そのときに、だから扶養の関係

とかそういう部分で、税番号を記入することによってその確認の作業等がスムーズ

になるという部分等もあると思います。ですから、そういう方については不便をか

けるというわけでは、確認作業に結構手間取るというふうなことが考えられるなと

思います。ですから、基本的にはご理解いただいて記入していただいて、そういう

部分の作業を速やかにしたいというような考えもあるようでございます、その部分

ご理解いただければなと思います。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  マイナンバー制度については国論を二分というほどでないで



- 177 - 

すけれども、前から国民総背番号制度含めて、今は限定的な利用ということからど

んどん広がって、国民が管理されるというような懸念もあって、相当社会的にも論

議になったこともあります。そういうことも含めて、それを記入しなくても不利益

はない、当然新しくできた制度で、扶養者の関係の確認というのは今までだって番

号がなくてもできていたのですから、そんなにそんなに事ではないと思いますけれ

ども、そのことをまず来年の、私は個人営業ですけれども、例えば法人であっても

源泉徴収とかなんかの場合は書いてほしいという、うちも源泉徴収していますけれ

ども、法人ではないですからその適用はないかもしれませんけれども、いろんな形

でマイナンバーの、直接町民が具体的に、今は迫られていないけれども、具体的に

来年あたりからは迫られてくると思うので、記入しなくても不利益はないというこ

とが今確認されていることだというのは、住民が来た場合の説明でもやっぱりきち

んとすべきだと思いますので、当然のことながらそのことを要請しておきたいと思

います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 要望でよろしいですか。 

〇１２番（古舘機智男君） はい、いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） ほかにございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５１ページ、５項選挙費、１目選挙管理委員会費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ２目選挙啓発費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５２ページ、３目参議院議員選挙費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５３ページ、町議会議員選挙費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 知事及び県議会議員選挙費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 農業委員会委員選挙費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５３ページの６項統計調査費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５４ページ、２目委託統計調査費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７項監査委員費。 

    中村正志君。 
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〇２番（中村正志君） 予算に対して特に質問する内容ではないのですけれども、私昨年

６月、９月、１２月の議会を経験してちょっと感じたことがありまして、９月が決

算議会で、監査審査して、それを議案として認定してもらうというのが一番の大き

なものですけれども、６月の議会が始まる前に教育施設運営会と産業開発の決算の

説明を議会でいただいたことがありました。６月に特にそれ審議するというわけで

もないのですが、９月には決算全部を審査するというふうな事務があるわけですけ

れども、そのときに主要施策の説明もあって、それはそれでいいのですけれども、

１２月のときに監査のほうから財政支援団体の監査の結果報告が報告書として、教

育施設運営会と産業開発の、多分これ前年度の決算の状況を審査したというのが報

告があったと思うのですけれども、報告として受け取っていました。あともう一つ

は、教育委員会の事務に係る報告書が１２月に提出されているのです。これらが一

つにならないものかなというふうにちょっと感じていたので。というのは、９月の

決算議会にそれが全部一つのまとめとして出れば、みんなそれに向けて、例えば財

政支援援助団体だって、これは町からの金が出ているからそれを監査しているのだ

と思うので、監査と直結している部分があるというふうに感じていたので、９月の

決算議会の中でそれを全部含めてそれができれば、３回に分けてやるよりは一つで

まとまって、効率的に議案審査ができるのかなというふうに私感じていたので、監

査委員事務局のほうでその辺含めて検討いただければなということで、要望で。 

〇副委員長（舘坂久人君） ５５ページ、民生費、１目社会福祉総務費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  同じ社会福祉総務費の中で、ちょっと教えていただきたいの

ですけれども、軽米町戦没者遺族会連合会運営費補助金４万３，０００円に関連し

たことについてお伺いしたいと思います。ずっと前に聞いていて、私資料持ち合わ

せていないのですが、これに関連して軽米町の太平洋戦争における戦没者数につい

て、後でもいいですので、当然資料があると思うので、資料ではなくていいのです

から、人数を後で教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午前１０時２５分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時２５分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  資料要求されていました部分について説明申し上げた

いと思います。 

    ナンバー２、軽米町災害時要支援者避難支援計画という資料ですけれども、これ
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についてご説明申し上げます。この計画は、軽米町地域防災計画の中の一つとして

計画されております。避難支援計画の対象となる方は、介護保険の要介護度３以上

の在宅者、身体障害者の１級、２級者、ひとり暮らしの６５歳以上の高齢者、知的

精神難病者等となっております。この…… 

〇副委員長（舘坂久人君） 皆さん、資料見つかりましたか。ちょっとお待ちください。 

    いいですか。それでは、お願いします。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  今申し上げた方々を把握するために、生涯学習推進員

等に集落、地域のひとり暮らしの方を調べていただき、その中でうちのほうで軽米

町ひとり暮らし高齢者見守り事業の中で各世帯を回って、災害時要援護者の台帳に

載せてもいいという方をこの計画の中に載せ、台帳のほうに載せ、災害等あった場

合に消防署とかそういう方々に公表してもいいというような方を台帳登録しており

ます。それで、災害等あった場合、一番最後のページになりますけれども、福祉避

難所として特別養護老人ホームいちい荘、介護老人保健施設花の里かるまい、在宅

複合型施設くつろぎの家、障害者支援施設太陽荘と協定を結び、受け入れをお願い

しているような計画になっております。中身については、この資料を見ていただけ

れば理解できると思います。 

    あともう一つ、資料ナンバー１２になりますけれども…… 

〇副委員長（舘坂久人君） ちょっと待ってください。皆さん、１２番よろしいですか。 

    今来たやつですか、朝に。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） はい。 

〇副委員長（舘坂久人君） けさテーブルに上がっていたやつだそうです。 

    続けてください。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  地域子育て支援事業の概要ということで、この事業の

目的は子育て家庭の親とその子供が気軽に集まって、打ち解けた雰囲気の中で話し

合ったり相互に交流を図る場所を提供することを目的にしております。事業を開始

したのが平成２１年７月から行っております。 

    場所は青少年ホーム、開催日時は祭日、年末年始を除く月、水、金、１０時から

３時で、利用料は無料となっております。相互の交流の場所を提供するとともに、

子育て支援員２名を配置し、子育ての相談等にも対応しております。また、気軽に

集えるように時期に合わせたイベントを毎月開催しております。イベントとしては

豆まき会とかひな祭り等を開催して、あとは講師等を招いてベビーダンス、歯磨き

指導、離乳食のつくり方等の教室も開催しております。利用者の延べ人数ですけれ

ども、平成２５年は１日平均４．８人、平成２６年は４．５人、平成２７年度は８

人となっております。 

    平成２８年度の予算要求の概要ですけれども、支援員２名の人件費、イベント等
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の講師謝礼、支援員の研修費、あとは需用費、役務費等、２０６万４，０００円と

なっております。 

    以上、説明とさせていただきます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 皆さん、よろしいですか、資料説明。 

             〔「確認で」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 地域子育て支援拠点事業概要、資料要求私したのですけれども、

これは予算書では６４ページ、６５ページの部分ですよね。今いきなり社会福祉費

のところで説明されたから戸惑っているのでないかなという気がしていたので、確

認で。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） 済みません。 

〇２番（中村正志君） まあいいです。ですよね、そういうことでしょう。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） はい。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  先ほど古舘委員のほうからご質問がありました軽米町の

戦没者の英霊数だと思うのですけれども、４２５という形になっております。現在

第１０回の特別弔慰金の交付の今申請受け付けやっておりますけれども、第８回の

部分で約２００人強だったかと思っているところでございます。まず４２５人とい

う形になっています。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

〇１２番（古舘機智男君） はい、いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 民生委員のことでお聞きしたいのですけれども、民生委員の推薦

会委員報酬が出ていましたけれども、これですと多分６，０００円の報酬だから３

回やると思うのですけれども、推薦会の内容というか、推薦する上での……ちょっ

とその辺。普通は１回で終わるのかなと思ったのだけれども、どういう流れで、あ

と何年任期でやっているのかということを含めて。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） 中村委員の質問にお答えします。 

    通常は１回分程度の推薦会ということで予算とっておりますけれども、平成２８

年度、改選の時期になっております。委員が３８名おりますけれども、新たにまた

平成２８年度行いますので、それでまず１回ないし２回。あとの１回というのは、

途中で亡くなられたり、かわるというか、そういうときに１回予定しておるもので

ございます。 

    以上でございます。 
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〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 今改選期だという、いつ改選するのですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） ７月。 

〇２番（中村正志君） はい、わかりました。 

〇副委員長（舘坂久人君） ほかにございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 国民年金事務費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ３目老人福祉費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  医療、介護保険法が改正されて、特に介護保険の関係では従

来と大きく違うのは、要支援１、２が保険から外れて、予防事業というか、総合事

業のほうに移るという形になっております。私も広域のほうの議員もさせていただ

いて、その中でも質問受けたのですけれども、介護保険から抜けても総合事業とい

うか、予防事業の中で従来と同じような形で、介護保険制度の中から拠出してやっ

ているし、何ら変わりないという説明でした。 

    そのことについて確認というか、お聞きしたいのですが、１つは大きく変わった

のは、前保健事業として、介護保険の利用という形であればその人が保険に加入し

ているから権利というか、そういうものだったのですが、今度の場合は改正されれ

ば、現行どおりの事業だったらそれを同じような負担でやるけれども、保険から抜

けて市町村が保険制度ではないところで対応するのだというふうに理解しています

けれども、それでいいのでしょうか。中身は今までと変わりないという形なのかど

うか、その辺について説明お願いします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） 今の古舘委員の質問にお答えします。 

    制度的には平成３０年から総合事業という形に変わってまいります。それで、細

かい部分については二戸地区広域行政事務組合ではまだ決まっておりません。どう

いう形にするのかというのは、４市町村集まってこれからの話になってくると思い

ます。おっしゃるとおり、要支援１、２とか要介護１、２については保険から外し

たような形で事業を展開していくということで、町のほうで事務とかそういう部分

が出てくるのかなと思っております。その部分についてもこれから平成２８年、平

成２９年で細かい部分等決めていくものだと思っております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 
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〇１２番（古舘機智男君）  来年、平成２９年度からではなかった、平成３０年でしたっ

けか。ちょっとその辺、私何か頭に入っているのと違うので、確認したいと思いま

す。 

    それと、今これからその後の実施については広域との打ち合わせとか協議の上で、

基本的には市町村に責任が出てくるわけですけれども、財源の問題とかいろんな形

あると思うのですが、前に町長から答弁いただいたときは、介護保険法が変わって

も従来どおりのサービスをきちんと続けていきたいという答弁もありましたけれど

も、その辺についても平成２９年度以降、それが平成３０年になるかどうかを確認

しながらも、町長の前にいただいた答弁と同じなのかどうかというのをまず確認し

たいと思います。 

             〔「休憩」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午前１０時４０分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時４０分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  大変申しわけありません。実施年度は平成２９年４月

からになっております。訂正したいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 当然その部分は保険提供といいますか、外れるわけでありますか

ら、それを維持するというふうなことになれば、これは各市町村の負担になるとい

うふうな流れになると思いますので、私はそういう状況になってもサービス低下に

つながらないように、しっかりと対応していきたいと思っております。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  課長言ったように、平成３０年ではなくて平成２９年、だか

ら残された時間というのは本当に少ない、１年この２８年しかないです。ただ、今

市町村負担になるというけれども、現行制度のやつは財源的にも介護保険のほうか

ら出たりして、新たな自治体の負担は現行どおりのやつは出てこないと思いますけ

れども、そういう形であれですけれども、一番の狙いはボランティアを含めた多様

な介護という形で、もっと幅を広げようというところも意図するところですが、基

本的に保険から外れるという形で、被保険者が持っている権利としては要求する権

利そのものはなくなってしまうという部分もあることになっています。そういう意

味では、やっぱり自治体の姿勢とか裁量とか、どうするかというのもかかわってく
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ると思いますが、当面の間は財源的には新たな負担というのはできる、現行どおり

の中身であればないと私は理解しておりますけれども、その辺については当局のほ

うではどのように考えているのか確認しておきたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  私もそのように理解はしております。ただ、４市町村

で決定していくものですから、その中で今後の方向決まっていくと思います。 

〇１２番（古舘機智男君） はい、いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） ３目老人福祉費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５９ページ、４目社会福祉施設費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ６０ページ、５目健康ふれあいセンター運営費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ６目障害者福祉費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君）  ６２ページ、３款民生費に移ります。２項児童福祉費、１目

児童福祉総務費。 

    中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 先ほど地域子育て支援拠点事業の概要をご説明いただきましたけ

れども、これ主要施策の中での事業としてあったので、どういう内容なのかなと思

ってお聞きしたのですけれども、これは確認ですけれども、ピヨピヨ教室の事業と

いうふうな、イコールピヨピヨ教室の事業だというふうに受け取っていいのか。 

    そしてまた、２０６万４，０００円、この財源内訳は国の補助金等が、例えば県

の補助金の子ども・子育て支援交付金とかそういうのが充てられているものなのか、

財源内訳はどうなっているかということをお伺いしたい。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午前１０時４６分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時０４分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） 先ほどの中村委員のご質問にお答えします。 

    国が３分の１、県が３分の１の負担となっております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君） 今のピヨピヨに関連して質問したいと思います。 
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    １つは、このピヨピヨ広場のところの施設が老朽化しているという問題で、よく

取り上げられてきましたが、交流駅構想の中に町長が子育て支援の施設みたいなこ

とも考慮しているというのを聞いたりして、計画書の中にも載っているようですが、

このピヨピヨ広場みたいなのが交流駅構想の中で、施設整備の上で想定されている

ものかどうかというのを確認しておきたいと。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） そういった方向と申しますか、そういう要素を持った空間とか、

検討はしてまいりたいというように思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  子ども・子育ての関係での拠点事業としての位置づけもされ

ておりますし、とするならば前にも論議したのですけれども、交流駅構想とかとい

う形に含まれていないとすれば、あの場所でいいかどうか別として、抜本的なあそ

この改善というのが必要になってくると思うのですが、こういう新しい交流駅構想

の中に位置づけがきちんとして想定されているのだったら、ここの抜本的な修繕と

かいろんな形というのはまた違ってくると思うのですが、その点について確認した

ものでした。そういう意味で、町長からもそこの中に同じような機能を持った施設

を想定しているということで確認してよろしいでしょうか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） それは検討してまいりたいと思います。 

〇１２番（古舘機智男君） わかりました。いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 今のことに関連しますけれども、ピヨピヨ広場は前から聞いたと

きには複合文化施設の中に入るようなことを聞いたような気がしていましたけれど

も、あわせて児童クラブを今勤労福祉センターでやっているわけですけれども、児

童クラブの施設も一緒に考えているのでしょうか。それは含まれていないのであれ

ば、勤労福祉センターそのままでいくのか、また新たな施設の考え方があるのか、

その辺を構想でもいいのですけれども、ちょっと考え方を教えていただいて。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 大変今の児童クラブの施設も非常にさまざまご指摘いただいてお

りますので、そういった点も含めて検討していきたいと思っています。 

〇副委員長（舘坂久人君） いいですか。 

〇２番（中村正志君） では、別なこと。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） ここにすこやかベビー祝金が出ておりますけれども、前のほうに

さわやかカップルの祝金もあったのですけれども、それに関連して対象者ですけれ
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ども、さわやかカップルの場合、当然軽米町に住所があって、そういう人が婚姻届

出せば当然でしょうけれども、その人だけなのか、例えば軽米町に住所があったけ

れども、別な人と結婚してとかって、そういったときも対象になるのか。その辺が

ちょっと…… 

             〔何事か言う者あり〕 

〇２番（中村正志君） もう少し幅広いのか、限定されて軽米町に婚姻届出した人だけな

のかということだけでもいいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  さわやかカップル祝金ということです。婚姻届、住所が

あって１年以上軽米町に住むということの確約書を出してもらって、それに対して

５万円の商品券を交付しているものでございます。 

〇２番（中村正志君） はい、いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君）  関連して質問しますが、さわやかカップル、すこやかベビーの

祝金の関係は子育て日本一というものの一連の事業という位置づけをしますと、近

隣の市町村の中で優位性とか特徴的だというような何かありますか。比較したデー

タでもあればあわせて説明願いたいというのが第１点。 

    それから、２点目は、昨年度の予算の中で広域あるいは県が指導するさまざま結

婚の制度があって、そのために予算化した何だかという事業があったのですが、そ

の実績というか、昨年の実績と、それから今年度もそういう事業を計画して予算化

している項目があったら説明願いたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  すこやかベビー祝金、さわやかカップル祝金の近隣市町

村の状況ということの質問…… 

〇１３番（山本幸男君）  優位性があるのであれば、そんなことも含めて説明していただ

ければ。 

〇町民生活課長（中野武美君）  他市町村の状況についてはちょっと調べて、確認してみ

たいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、後ほど報告をお願いします。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  結婚相談所の件ですけれども、昨年の実績は２名申し

込みあったようです。今予算、負担金だけとっているのですが、ちょっと今どこに

とっていたか確認していて、報告したいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、後ほど報告お願いします。 
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    ほかにございませんか。 

             〔「今児童福祉費だか。項目としては」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ２項児童福祉総務費、６３ページです。 

    ６４ページ、３目母子福祉費。 

〇１２番（古舘機智男君）  いや、児童措置費のほうで。６３ページの一番下。総務では

なくて。 

〇副委員長（舘坂久人君） 失礼しました。２目児童措置費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君） 済みません、福祉施設のほうで、４目になってしまいました。

済みません、措置費でなくて。 

〇副委員長（舘坂久人君） ６４ページ、３目母子福祉費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ４目児童福祉施設費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  この問題では、行政改革の関係で保育所の民営化の問題が、

方向が出されましたけれども、そのことに関連して質問をいたしたいと思います。 

    総務課長は、民営化しないと財源的というか、財政的に民営化のほうが有利だと

いう形の答弁ありましたけれども、それについてもう少しわかるように詳しく説明

していただきたいと思います。それが１つです。 

    それから、これからの方向の問題で幼保一元化というのが出されておりまして、

民営化ということになって、そうすると認定こども園という形にしていこうとして

いるのか、その辺の方向の、基本的な方向としてすごく大事な問題だと思うので、

その辺を確認するのが２つ目です。 

    それから、今度の子ども・子育て支援法、新しい法律ができた中でも、いろんな

保育をしている人たちの運動の中で、児童福祉法第２４条第１項という、市町村が

保育に責任を持たなければならないという部分が残っております。ですから、財源

の問題でもそうですが、それは保育の義務を市町村が持っているという形で、財源

的にも補填というか、保障された形での保育園、保育所になっているはずなのです

が、それが総務課長の話になれば民営化のほうが財政的にいいとかという形のもの

の関連としても、児童福祉法第２４条１項の関連で、市町村の保育義務の問題につ

いてどのように把握しているのか、財政面の問題でお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  私の説明の仕方がそういうふうに聞こえたのであれば大変あ

れなのですけれども、いずれ子ども・子育て支援日本一の町を目指している中で、

財政的に有利だから保育の質が下がってもいいとかなんとかという考え方で言って
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いるのではないことだけはご理解いただきたいと思いますが、財政的な面でいきま

すと、健康福祉課長のほうから詳細については説明してもらいたいと思うのですけ

れども、いずれ公営でやっている保育については、例えば職員の給料の部分につい

て補助金が全くございません。その運営の関係では、国からの助成というのが受け

られないみたいな状況です。民間の保育園であれば、そういうふうな補助金とかが

受けられます。ですから、町の公費負担という意味合いからいえば、民営化の施設

のほうが有利なのかなという考え方でお話ししました。 

    その中身については、公営については補助があるとかというのは健康福祉課長の

ほうから説明していただければ。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  私立になった場合、基本単価とか処遇改善加算とかと

いう形で、補助率が国から２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１というよう

な形で、財政面では私立のほうが有利になっております。そうなった場合でも、利

用者の負担金とかそういう部分は市町村で徴収等行うことになっております。 

    あと、私立になった場合の建築費等にも補助金が出ます。それの整備費を、これ

も国が２分の１、市町村が４分の１、施工業者が４分の１ということでございます。

あと、保育士等の養成に係る経費について補助があるというようなこともございま

す。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  ちょっと私の理解とあれなのですが、その点についてはこれ

から私も詳しく調べながら、ただ先ほど言いましたように、さっきの保育料の徴収

義務も含めて、児童福祉法第２４条の１項という、保育に関しての市町村の義務と

いうところが１回外そうと思ったのですけれども、外れなくて残って、公立の、あ

とはもちろん私立のでもいいのですけれども、同じような形で保育所の場合は残っ

たのです。認定こども園とかという、今までの幼保一元化になったりしてなってく

れば、そこのところからちょっと抜けてしまう部分があるのですけれども、そうい

う関係も含めて、２４条１項との関係で本当に財政的には特に有利になるかどうか

という、それから安心して保育、都会だったらそれを請け負う法人とかあったりす

るわけですけれども、軽米町のような状況の中でやっていけるのかどうかというこ

とも含めて、再度さっきの児童福祉法の関係も含めて、次のときにもまたさらに質

問していきたいと思いますけれども、今の説明によれば公営の場合は措置されない

のが私立の場合はずっと優位に財政援助が受けられるというのは、ちょっと私まだ

合点がいかないところもありますので、基本的には軽米町の子供たちが将来も安心

して保育を受けられる状況を続けられるかどうかというところが一番の基本なので
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すが、そういう意味での心配を持っているというのが原点にありますので、その選

択の方法、民営化がいいかどうかという問題は改めてこれからも論議していきたい

と思いますので、その旨を申し上げておきたいと思います。 

    以上です。いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君） ちょっと休憩して。議事進行で休憩してもらえれば。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、休憩します。 

               午前１１時２３分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時２５分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、再開します。 

    茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） 委託料ですけれども、軽米保育園のトイレの改修とか、小軽米保

育園の何か改修も、工事請負費のほうも見ればかなりの金額ですけれども、軽米保

育園の場合、トイレの改修ということで、児童がふえてきてトイレを多くするのか、

それとも小軽米のほうは増築とかではなくて、どこかが古くなったから直すのとか

って、これのご説明をお願いします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  小軽米保育園ですけれども、当初といいますか、トイ

レとか流し場とか、そういう部分でしたけれども、今あそこの町道、小学校のほう

に行く町道を拡幅する関係で施設のほうも幾らかかかるということで、そこの部分

の工事が大きくなるので、委託料のほうも大きくなっております。 

    軽米保育園のほうは、おっしゃるとおりトイレ等の座るような感じというか、便

座とかそういう部分の改修になってきております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） あと、今３月で、来年度の申し込みのある時期だと思うのですけ

れども、軽米町はまだ待機児童というのは大丈夫、申し込んで全部受け付けできる

という状況なのでしょうか。実は私の息子も盛岡にいたのですけれども、盛岡でだ

めで、花巻の奥さんのほうに行ってもだめで、今待機児童ということで、ああ、そ

ういう現実があるんだなとびっくりしましたけれども、軽米ではまだそういうこと

はないということで。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  現在は待機児童は出ておりません。ただ、ゼロ歳児と

かになってくると１人で３人という形になってきておりますので、あと部屋の関係、
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今のところまだ余裕はありますけれども、将来的に人口がふえてくればそういうこ

とも出てくるかと思われます。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） そういった面では保育士の臨時賃金なんかもかなり何ぼか、いつ

もよりは多く予算とっているということはそういうことを見据えてやっていると思

いますので、できるだけ待機児童が出ないような形でやればいいと思いますので。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  児童福祉施設の関係で１点だけお聞きしたいと思いますけれ

ども、この前田村議員のほうからも取り上げていましたが、病後児の保育、あとは

病児の保育というのは軽米ではやっていないのですけれども、そのためには施設の

改修から看護師とかという形で、一つの大変なこともあると思うのですけれども、

今子育ての関係で、私ごとであれですけれども、息子夫婦たちは共働きをして、孫

がインフルエンザとか風邪とかというのはしょっちゅうやって、そうすると本当に

仕事を休まなければならない、うちのそういう状況にありますし、やっぱり女性が

働くというときには、特にも病児や病後児の保育というのが今県内でも結構そうい

う対応ができてきていますが、将来のことも含めてなのですが、病児とか病後児の

保育の関係について将来展望をどのように持っているのか、今年度予算で検討する

とか、そういう形になっているかどうかお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  おっしゃるとおり、現在病後児保育等は行っておりま

せん。また、古舘委員がおっしゃったように看護師とかそういう資格のある方が配

置できなければできないので、いずれこれからそういう保育も必要になってまいり

ますので、今後を見通してまいりたいと思っております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君） それに当たって、３カ所の保育所全部というわけではなくて、

１カ所に送迎も含めたという形も対応できるのではないかなと思いますけれども、

その辺はまだ不勉強ですが、将来といっても遠い将来ということではなくて、やっ

ぱり身近なというか、手が届くところでの検討をぜひお願いしたいと要望しておき

たいと思います。町長も将来の病児また病後児の保育の関係についての思いがあり

ましたら、答弁いただきたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 今課長の答弁の繰り返しになりますが、やはり将来的には必要な

施設であるというふうに考えておりますので、検討してまいりたいと思います。 

    以上でございます。 
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〇１２番（古舘機智男君） はい、いいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    ５目児童クラブ運営費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ６７ページ、３款民生費、３項１目災害救助費。 

    茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） 関連してですけれども、軽米町災害時要援護者避難支援計画とい

うのは、私が多分資料請求したのと、あとこっちの防災マップですか、これも私の

請求だったと思いますので、一般質問でもありましたけれども、軽米町災害時要援

護者避難支援計画というの、これすばらしい計画だと思いますけれども、これが実

施されるためには、動けない方とかそういう方の移動になると思いますので、道路

がちゃんとしていなければ緊急車両が入っていけないとか、車で避難所まで運ばな

ければいけないということになれば道路がしっかり整備されなければ大変だと思い

ますので、今後やっぱりそこら辺を確認して、道路をしっかり整備していただきた

いと思います。計画はされていると思いますけれども。 

    あと、こっちの指定避難所の部分ですけれども、確かにこれには軽米高校、第一

体育館、第二体育館、柔剣道場とありますけれども、軽米高校はどこにあるかわか

りますけれども、そういった場合に軽米町の避難所どこもですけれども、看板がな

い。避難経路とかそういうようなのはこれからどういうふうにしていくかわかりま

せんけれども、そこら辺も考慮してこれからはやっていかなければいけないのかな

と思いますけれども、この地図に、マップに載せてこれがあるのだよということは

わかります。すごく必要だと思いますけれども、やっぱりこれを理解するように町

民の方たちにもどういうふうな形かで、どこかで説明してあげなければ、恐らくこ

れ全戸配布するということですけれども、果たしてこれを詳細に見るかといえば、

なかなかそこまでいかないと思いますので、その辺はこれから対応を考えていると

思いますけれども、その辺どのような対応をされるのか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  初めに、避難所の設置の看板といいますか、それにつきまし

ては平成２８年度に避難所のマークとか、見やすい形のものを整備したいと考えて

おります。 

    あとは、住民の周知方法なのですけれども、勉強会といいますか、何人の方に集

まっていただけるのかなと、その周知方法も難しいわけなのですけれども、何らか

の形で、多分今回の区長配付の中に入っていっているのかなと思いますが、次回に

なるか、ちょっと全然そこを確認しなかったのですけれども、見ていただけるよう

な周知の方法を考えたいと思います。 
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〇副委員長（舘坂久人君） 茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） こっちの災害時のほうも、マップも何かあるみたい……ないのか

な。何かあるみたいですけれども。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  災害時のほうのマップというのは、ちょっと大きい、

１枚のやつに落とせるような図面ではございません。システムの中に入っておりま

すけれども、こちらは個人ごとの、誰が行って最初に面倒見るかという、個人のや

つも入っております。あとは、それで対応できなければ消防とか、そういう２次と

いいますか、連れてきたりできるような関係で、本人が個人情報の関係で教えても

いいよというような方を台帳に載せております。近くの公民館とかそういう形には

なっておりますけれども、マップは防災……そういう形になっておりますので、一

般の人というか、関係者等がわかるような形になっております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    それでは、４款衛生費。 

    大村税君。 

〇８番（大村 税君） この関連ですけれども、今課長が平成２８年度に避難場所とか看

板とか、そういうのを考えていくと。大変力強いお話ですけれども、予算書見れば

そういう計上をされていないので、平成２９年度になるのですか、それとも補正で

そういうふうなことを計画をして、災害に強い町づくりというのは１１年災から計

画立てていて、現在で二十数年もたっているのですよ。その考えを言うのだけれど

も、実際に計上されていないというので、大変今矛盾している。というのは、皆さ

んも各隣接町村を回ってわかると思いますけれども、３．１１の前から、その終わ

った後は、盛岡にしろ八戸市にしろ大きな看板で避難所が設定されて、避難路も示

した看板があるのです。我が町には１１年災の、あの未曽有の被害を受けた後にも、

災害に強い町づくりといっても、避難場所が体育館等示しているけれども、その経

路というものが全然ないのですよね。勉強会開いて、これは町民には周知するのだ

けれども、いざ災害になったとき、皆さんどうですか。これを頭にあるのだけれど

も、いち早く避難するということで外に出るのです。そのときにどこ行ったかわか

らないのです。これは同時に予算計上して、災害に強い町づくりということを宣言

していた以上、速やかな対応をすることを考えるべきだと思います。いかがですか。  

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  これまでやってこなかったというご指摘についてはそのとお

りだと思っております。いずれ最初に、まずできることからやりたいと思っており

ます。予算的な話をするわけではないのですけれども、大きい看板の設置がいいの
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かもしれないのですけれども、住民の皆様に周知できる方法、最初は考えているの

が余りお金がかからないでできる消耗品の中でラミネートラップしたもの等の設置

で、これでだめだったらそういうふうな大きなものも検討していくということも必

要なのかなと思います。いずれ今の表示の方法というのは、今回もこれに限らずい

ろいろご指摘をいただいているところであり、十分頭には入っているのですけれど

も、例えば個別の大きい看板、あれ立てるのって結構お金がかかります。それを全

町域に今の予算の中でやれるかというと、これもなかなか厳しいものございます。

ですから、わかりやすい方法で何かに効果的に、経済的に、拙速にやれるかという

のをちょっと検討……ですから、初めはこういうふうな掲示板が効果があるのかど

うかというところも含めた形でやらせていただきたいなと思っていました。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） 常にいろんな要望なんか伺いますと、財政論だけで云々かんぬん

と、私はそれは違うと思うのです。やっぱり生活の安全な町づくりというのは財政

ではなくて、いかに安心、安全を町民にサービスするかというのが最善だと思いま

すがね。小さいのをつくってから大きいのをつくって、財政云々かんぬんではなく

て、やっぱりきっちりとった方法を示して、方策を講じて予算化するということが

求められると思いますので、その辺も考えを。事あるごとに財政等に云々くんぬん、

これは財政がなければできないのだけれども、安全、安心の町づくりを宣言してい

るでしょう。それにはやっぱりイの一番にそういうところに予算を計上するのも必

要と私思いますが、いかがですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  ただいまの大村委員のご発言につきましては、十分参考とさ

せていただきたいと思っています。 

〇副委員長（舘坂久人君）  ６７ページ、３款３項１目災害救助費に入りますが、町民生

活課長、中野武美君から発言の申し出がありますので、許可します。 

〇町民生活課長（中野武美君）  先ほど山本委員からご質問がありました結婚祝金、出産

祝金の関係なのですけれども、二戸管内の状況についてお知らせします。 

    一戸町、二戸市につきましては、結婚、出産祝金ともございません。九戸村が結

婚祝金が５万円、出産のほうが第３子目から５万円ということで祝金は差し上げて

いるところでございます。ちなみに、軽米町のほうは出産のほうは第２子が３万円、

第３子が５万円、４子以降が１０万円というような形になっているところでござい

ます。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    ６７ページ、衛生費、１目保健衛生総務費。 

    中村正志君。 
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〇２番（中村正志君） この項に自殺対策講演会の講師謝礼とか自殺対策ネットワーク研

修講師謝礼というのが項目としてありますけれども、ここ近年軽米町は自殺が多い

ということで非常に大きな問題としているということで、職員の方々も毎週木曜日

にポロシャツを着ているというふうなのはあるようですけれども、私がご指摘した

だけでも、またポロシャツ何で着ているのかわからない町民がかなり多いようです。

その辺はやはり周知しないと、それも自殺対策事業の一環ではないのかなという気

がしますので、自己満足でやっているような気がしないわけでもないので、その辺

はもう一回私の発言をただ無視するのでなく、やっていただければなと思います。 

    あわせて、平成２８年度、自殺予防対策事業としてどのような事業をお考えにな

っているか。この予算だけではちょっとわからないので、その辺事業等を紹介して

いただければと思いますけれども。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  ゲートキーパーとかそういう方の養成とかを今後進め

てまいりたいと思っております。あとは、今までと同じような形になりますけれど

も、心のケアというような講演とかそういう部分、あとは各種検診等でも心の関係

について、いろんな場面で心のケアのほうを行っていきたいと思っております。 

    あと、今までもそうなのですが、１回そういう傾向の見えた方については家庭訪

問とか電話等で事あるごとに連絡とっています。話を聞いたり、そういう心のケア

等を行っていきたいと思っています。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） これをやったからといって、これが成果としてすぐ出るものでも

ないので、大変な仕事だとは思いますけれども、地道な保健指導等の努力を期待し

たいと思いますけれども、１つ、ゲートキーパーって何でしょうか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  ボランティアのような形になると思いますけれども、

地域密着型といいますか、地域の方の状況等を見てというかな、把握していただく

ような方になりますけれども…… 

             〔「地域の情報を提供する人」と言う者あり〕 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  保健師と同じような形の、心の問題について研修を行

っていただいて、対応の仕方というか、地域でそういう方等を把握というか、あれ

ば話し相手になっていただいたりとか、そういう形になりますけれども…… 

〇副委員長（舘坂久人君） ちょっと休憩します。 

               午前１１時４８分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時５０分 再開 
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〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    ６９ページ、２項母子保健活動費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７０ページ、３目予防費。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） 予防費の関係で、今年度インフルエンザの助成金を、

今まで２，０００円の助成を行っておりましたけれども、これを２，５００円に、

あと６カ月から中学生までという形の助成を行っておりましたが、これを高校生ま

でというような形に変更して予算のほうを計上しております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） ３目予防費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７１ページ、４目保健事業費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７２ページ、５目環境衛生費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  委託料の関係で、早渡地区環境調査業務委託料について、こ

れについてなのですが、今回改めてというか、環境調査業務委託をする項目とか目

的とか、今までも何か一定のことをしてきたような気もしますけれども、さらにど

ういう観点で、断層なんかを見るとか、例えばいろんな項目があると思うのですが、

どういうものの業務委託、中身を説明していただきたいと思います。また、委託先

についてはどういうふうなところ、大学とか、あとは仕事人倶楽部とかっていろい

ろあると思うのですが、どういうところを想定しているのかもお聞きしたいと思い

ます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  早渡地区の環境調査業務委託という形になりますけれど

も、これにつきましては施政方針のほうでも述べさせていただきましたけれども、

早渡地区のアルバ環境開発の最終処分場の関係につきまして、現在住民説明会とい

う形で進めていたところでございます。昨年度も実施していたところになりますし、

次年度につきましても、現在も県のほうに許可申請のほうをしておりますので、そ

れに伴った住民の勉強会というような形で考えているところです。平成２８年度に

つきましては、軽米地区だけでなく八戸市とか洋野町なども対象にしながら勉強会

というような形で進めていくことで考えているものでございます。 

    委託業者というか、委託先というような形になりますけれども、これまでも仕事

人倶楽部から３年、４年とやっておりました。一応随意契約というかな、見積もり
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競争入札というような形で進めているものでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  そうすると、普通は環境調査業務委託といえば環境調査なわ

けですね。今の説明によれば、それは住民、ずっと続けてきた、それも環境調査で

とってきたかって確認していないのですけれども、勉強会の委託料であると思うの

ですよね。この環境調査というのはふさわしくないと思います。今課長が言ったよ

うに、施政方針の中にも触れて、軽米だけの勉強会でなくて八戸市とかに行って広

げていって、理解をしてもらうというのは非常に大事なことで、それ自体は本当に

賛成ですけれども、そうした場合、環境調査となればいろんなのを調査するために

費用もかかるのですが、今までの積み上げてきたのを、会場を変えたり回数をふや

したというだけでは金額的にも、パンフレットつくるのかどうかわかりませんけれ

ども、委託料の中の内訳はどのように考えているのか。また、この説明文、早渡地

区環境調査業務という形では、ちょっとこれは違うのではないかなと思うのですが、

その辺の２つについて、まず中身、費用、随契をする積算根拠を出してください。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  中身のほうは、ちょっと確認してお知らせしたいと思い

ます。 

    この名称になりますけれども、当初からこのような形で、そのままの継続でやっ

ておりましたので、そのまま検討していきたいと思っております。 

〇副委員長（舘坂久人君） ここで１時まで休憩したいと思います。 

               午前１１時５８分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時５９分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、午前中に引き続きまして会議を開きます。 

    それでは、健康福祉課長、川原木純二君から発言の申し出がありましたので、こ

れを許可します。 

    健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  午前中に山本委員より結婚相談所の件で補助金がどこ

に載っているかということで質問ありましたけれども、大変申しわけないのですが、

予算のほうをとっておりません。それで、６月の議会のほうで補正させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君）  アイサポートだと思うね。２件という説明がございましたが、

２件というのは何か少ないという感じがしますが、この制度を活用するための具体

的な呼びかけ等が少ないのではないか。また、この制度に期待することを役場は余
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り考えていないのかなというような感じもしますが、いかがですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 健康福祉課長、川原木純二君。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  この申し込み手続でございますけれども、事前にいき

いき財団のほうに連絡をとって、個人が申請するというような形になっております。

町のほうで代行といいますか、希望者があればということなのですが、これは個人

の情報の関係等ありまして、本人が申請しなければならないというような形になっ

ております。それで、広報のほうの関係については、おっしゃるとおりちょっと少

ないのかなというようなご指摘受けても仕方ないと思っております。これから広報

等でこういう制度がありますよというのをしてまいりたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、７２ページ、５目環境衛生費。 

    町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  午前に古舘委員のほうから早渡地区環境調査業務委託の

内容についてということでご質問がありました。委託の内容としては、住民勉強会

の開催や反対集会の活動支援、あとは情報発信、チラシ等の作成などがあります。

また、現在事業者が県に提出した産業廃棄物処理施設設置許可申請の審査経過につ

きましては、県からの情報開示等により把握に努めているところでございますが、

審査経過の過程で不備事項があれば、県から事業者に疑義の照会があるものと考え

られ、それらの情報につきましては専門的な見地から分析して把握しなければなら

ないと考えており、委託業者からの指導をいただくようなことが考えられるもので

ございます。また、予算の執行につきましては見積書等を取り寄せまして、適正に

競争原理を働かせ、予算執行に努めてまいりたいと考えております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  １つ、先ほど質問しましたけれども、環境調査業務委託とい

う名前については、その使途にふさわしい、予算にふさわしい名称にきちんとして

いただきたいということをするということを確認したいと思います。 

    今業者の側では結構諦めないというか、その計画実施のために着々とやっている

と思います。新たな対応としましては、もちろんこの中にも含まれている八戸の下

流域の人たちにその実態と危険性を知らせるとか、知らせる方法、八戸市とか水道

企業団がやってくれればいいのですけれども、やれない場合だったら独自につくっ

たチラシを八戸市のデーリー東北に例えば入れるとか、あとは八戸市の軽米町出身

者の人たちにも情報をそこから持っていってもらうような形をするとかというよう

な形をとる、また勉強会みたいなのを八戸市できちんと公に知らせながらやるとい

うことも大きな要素だと思いますけれども、もう一つは業者が計画していることに

対して技術的にも、それから環境影響の調査に関してもやっぱり真っ正面から対抗

策みたいなのがきちんとなければならないと思うのです。１つは、折爪活断層が近
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くにあるというのは、県等に要請した文書の中にも一つの安全性が確保されないと

いう中の要素になっていると、それは間違いないことだと思うのですが、ただその

下を通っているとかそういうことではありませんし、その影響とかなんとかという

のはなかなか難しいところもあると思いますし、これまでの折爪活断層、これは日

本の中でも有名な大きな活断層として有数な活断層ですけれども、その周辺のリニ

アメントとか、いろんな近くのやつの断層らしきものとかというものが結構あるよ

うに聞いています。私は、そういう断層の問題でも文献とか航空写真の資料だけで

はなくて、踏み込んだ調査というのはどのぐらい多額な費用がかかるかどうか含め

て、やっぱり具体的に危険性を立証する対応とか、また業者との意見の違いの中で

は斜面の角度の問題が、県の角度とのり面の角度の問題等々についても食い違いと

いうか、意見の相違みたいのがあっているようですが、そういうことに対してもき

ちんと、言ってはなんですが、仕事人倶楽部がまちおこしとかいろんな形のイベン

トを含めて、それぞれの部署の専門家を連れてきたり幅広く対応してもらう、そう

いう形の大きな力を持っているとは思いますけれども、もっと技術的に突き詰めた

専門家のところに目的を絞った形で、今回の業務委託料とは別になるかもしれませ

んけれども、そういう形での調査とか技術的な検討を町の対抗策として持っていく

必要があるのではないかなと思うのですが、今度の予算措置の関係そのものは八戸

市等々にやる、さらに広げるという意味では部分的な評価もしますが、それとは別

に今指摘したような技術的なもの、さらなる環境、地質等々の調査などについての

対応も迫られていると思いますが、この問題について、２点についてどのように考

えているか。担当課では答弁できない部分がありましたら町長の考え、また副町長

の考えが、見識がありましたら答弁を願いたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  このアルバの問題は軽米町のみならず、水道の水を使っ

ている八戸市、洋野町なども影響してくるものでございます。県に対しては企業団、

洋野町長と反対というような形でやっておりますけれども、なかなか住民の盛り上

がりが八戸市、洋野町がかなり少ないと思っているところでございます。これにつ

きましては、昨年も一緒にやれないかというようなことでお話はしているところで

すけれども、今年度は八戸市等で勉強会を開いて、地域の盛り上げ等を進めていき

たいと考えております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 目的を絞って、もっと深くと申しますか、精密な調査も必要でな

いかというようなご指摘でございますけれども、いずれ今までの経緯を、委員ご存

じのとおりいろいろそういった調査、あるいはこれまでのさまざま知見等まとめて、

学習会やさまざまな反対運動をやってまいりました。そういった流れの中で、今不
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調というような形で結果が出てございます。そしてまた、企業はご存じのとおり後

には引かないと、さらにまた県のほうに申請をしてきておるということでございま

すので、１回不調に終わった状況の中で、同じ状態と申しますか、中でまた申請を

してきたというようなことで、恐らく県はまた不調というような結論を出すのでは

ないのかなと、私自身はそう思っておりますけれども、いずれその後は企業はどう

いうような手段をとるのかはしっかりと我々も見据えた上で、そこまで必要がある

のであれば、それは検討してまいりたいというふうに思っております。今は住民あ

るいは八戸市、企業団、洋野町と広域的な連携の中で反対運動が低下しないという

か、そういった運動が低下しないように、今後ともそういう状況を保ちながら推移

を見ていきたいというふうに思っております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 今と関連しますけれども、私一般質問でもお話しさせていただき

ましたけれども、その中で２点のことを。 

    １つは、今晴高地区ということで反対運動やっていると、晴高地区という名前だ

けではなく、やはり晴高地区が中心だなという状況で、軽米町全体の中では１つの

地区でやっているというふうな状況で、いかにしてこれを町全体に広げて、町全体

が、そういう住民一致した反対なのだよという意思表示が町全体の反対運動につな

がって、それが１２月、１年後の県のほうの許可の関係が、反対をまず広げること

によってそれに影響するというふうなことも聞いたりしていますので、今後晴高の

人だけでは全体の広がりというのはなかなか厳しいものがあるというふうなことも

聞いていますので、この辺のところで先ほど委託した先が反対運動の支援等も行う

というようなことを言っていましたけれども、そういうふうな手だてといいますか、

応援は町民生活課のほうでやるのか、委託先のほうに任せてそっちでやらせていく

のか、そこのところ。また、もう１年後というふうなことで、そんなに時間がある

わけではないと思うので、やるためにはある程度のスケジュールをつくって、町全

体での反対運動組織というものをつくっていかなければならないと思うのですけれ

ども、その辺の見通し。 

    あわせてもう一つ、実は助成金を何か総務課長は可能なのではないのかというふ

うな見通しで答弁されたような気がしていましたけれども、その場合晴高地区とい

うふうな部分から町全体の組織になったとき、どっちの状況の中で助成金を考えら

れるのかというふうな見通しも含めて教えていただければな思うのですが、いかが

でしょうか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  町全体としての盛り上がり、実際晴高地区が中心となっ



- 199 - 

ての活動でございますけれども、１１月の反対集会もやりました。この産廃、軽米

町にもかなり影響出てきますので、町全体の盛り上がりをどのように進めるかとい

うようなことについては、平成２８年度の予算の委託料の中で、業者が決まったら

打ち合わせ等をしながら進めていきたいと考えているところでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） いろいろな支援方法あると思いますが、その資金、支援が、行政

が今とるべき姿勢としてそこまで果たして可能なのかどうか、これは少し検討を重

ねないとと思います。総務課長や課長の考えでしょうけれども、私とすればもう少

し検討いただきたいというふうに思っております。 

    それからまた、晴高地区だけというようなお話でございますが、いずれ７，００

０名超えるような反対署名も出てきておりますので、そういった動きからすれば、

私は全町的にも認識と申しますか、されてきているのではないかなというような考

えを持っております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） いずれ全町的な反対運動というふうなことについては、必要性と

いう観点では町長もそういう意向だなというふうに私自身も感じておりますけれど

も、その辺のところをまず業者が決まってからというふうな今課長のお話でしたけ

れども、そんなに遠い話ではないと思いますので、急いで取り組んでいただくこと

を希望して、以上で終わります。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  ちょっと関連で。全町的なという形で、本当に中村委員が提

起した部分、大事な問題だと思います。関連ですけれども、当初この処分場建設の

ときの業者側の住民への説明会の中で、西部九戸河川漁業協同組合が誘致というか、

建設賛成みたいな話があったのですけれども、前回の県の申し入れとかなんかには

西部九戸河川漁業協同組合も反対の立場になっているように、文書的に名前を連ね

たと記憶があるのですけれども、その辺は西部九戸河川漁業協同組合の団体として

の意思表示、特に川の汚染の問題では非常に関係がある団体だと思うのですが、ど

のように捉えているのかお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  １１月に開催されたときも、後援の中に西部九戸河川漁

業協同組合が入っていたという意味でしょうか。ちょっと…… 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  入っているか入っていないかということを私が……今度の場

合は瀬月内川の２５メートルしか離れていないところに設置されるということで、
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水道水源の近くにあるというのもありますけれども、河川の汚染が一番心配されて

いる。そこで、西部九戸河川漁業協同組合の人たちの同意というのが非常に大きな

要素になっている部分なのですけれども、当初これが始まったあたりでは西部九戸

河川漁業協同組合の人たちは賛成というような立場というのを、仄聞ですけれども、

聞いたことがあるのですが、今回の、最近の県に対する要望書等々については設置

反対の立場で協働してくれたように私ちょっと見たのですけれども、その辺のこと

を把握しているかどうか。見たのが西部九戸河川漁業協同組合の人たちもこの建設

に態度をどう表明しているのか、把握しているかどうかをお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 １時２２分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 １時２２分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  大変申しわけありませんでした。私のちょっと不認識が

ありまして、１１月の反対の決起集会の中には、後援の中に西部九戸河川漁業協同

組合も入っております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  すごく大事なことだと思っています。前には多分計画当初の

あたりはそういう状況ではなかったと思って、最近のやつをちょっと見た記憶があ

るものですから、そういう河川の関係の団体等々についてもやっぱり十分連携をと

り合っていくことが必要だと思いますので、よろしく要請しておきます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） ささいなことでちょっと説明願いたいと、こう思うわけですが、

１３節の委託料のところ、有害鳥獣捕獲業務委託がことしは消えているのだね。去

年は計上になっているけれども、その根拠は何か。説明願えればと思います。わか

りますか。前年度の部分では計上されていて、今年度の部分は消えておりますが、

その根拠は。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 １時２４分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 １時２４分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、再開します。 

    産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君） ただいまのご質問にお答えします。 
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    予算書７８ページになります。実は軽米町鳥獣被害対策実施隊というものを昨年

度つくりまして、それと同時に予算的に農業振興費の中の、７８ページになります

けれども、軽米町鳥獣被害防止対策協議会ということで隊員の講習、委員の出席お

礼ということで、ここで予算化しております。 

    以上……鳥獣対策のほうですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） 衛生費のところの委託料が消えたのはどういった根拠だかという。

昨年度の部分にも今の振興費のほうには計上になっていますよね。今年度の部分に

ついての予算計上がされていない、消えている意味を説明。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 １時２５分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 １時２９分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、再開します。 

    町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君） 大村委員の先ほどの質問になりますけれども、平成２７

年の、何月までだったかはちょっと今調べていますけれども、鳥獣保護の委託料と

いうことで猟友会のほうに委託していましたけれども、昨年度規則改正、条例改正

で防除隊をつくりまして、そちらのほうに予算を組み替えしたものでございます。

詳しい時期について今調べておりますので…… 

             〔「鳥獣保護でなく駆除でないか」と言う者あり〕 

〇産業振興課長（高田和己君） 駆除です。駆除のほうです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） 環境衛生費から抜けたの、今の説明でも十分だと思います。法律

改正とか条例改正でなったので農業振興費のほうに、充実したものに予算計上した

というのであればいいと。ここの部分にないので、衛生担当のほうではなじまなく

てそっちに行ったのかが、その辺をお聞きしたいので、別に深い指摘でないのです。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

〇８番（大村 税君） うん、今のでいいよ。わかりました。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  休憩でしてもらいたいような気がするのですが、大村委

員のご指摘のことですけれども、７８ページの中の費用弁償９１万８，０００円の

中に、実質的に鳥獣対策として出動した場合に、３０人の１２回、１カ月で２，４

００円、８６万４，０００円を見込んでおります。この部分で鳥獣被害対策の方々

と隊員の方々とお話をして、この金額でよしということで指導を受けまして予算化
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しております。 

    以上でございます。大変申しわけありませんでした。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

〇８番（大村 税君） よろしいです。町民生活課長の答弁でいいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） ５目環境衛生費、よろしいですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ６目後期高齢者医療費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、７３ページ、４款衛生費、２項１目清掃総務費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ２目。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ３目 

             〔「２目で」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  不法投棄処理手数料に関連してお伺いしたいと思います。不

法投棄の範囲について聞きたいと思うのですけれども、今ちょっと表のほうに、中

心部のあたりにはないのですけれども、例えば雪谷川の下流のほうに行って、横井

内を過ぎて行ったり雪谷川沿いに行けば、剪定した木なんかを道路と河川の間に盛

り上がっているところが結構あるのです。自然物だから腐って土に返るという部分

もありますけれども、やっぱり木ですので、枝とかオンコの木とか枝払いしたやつ

がびりっと盛り上がっているところがあります。この前私は自分の商売上の食品の

廃棄物を二戸のクリーンセンターに持っていったら、オンコの枝を剪定したような

木がそこで持ち込んで、有料で処理しているところを見てきました。だから、自分

の土地に捨てるというか、それもだめだかもしれないけれども、結構そういうのが、

剪定したもの、あとはオンコの木とか枝とかおろしたやつとかというのは、そうい

う形のやつはパトロールとか、それからそのまま放置して不法投棄にならないのか

どうかというのを１つ聞きたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  家で剪定した枝とかになりますけれども、その処理のほ

う、ごみ収集では一応回収することになっているところでございます。山とか盛り

上げていれば、私も見てわかってはいるのですけれども、個人の山とか敷地の中で

あるのであればそのままにしているところでございましたけれども、枯れ枝等につ

きましてもごみ収集の範囲だというような形で周知のほうを指導していきたいと思

っております。 



- 203 - 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  プロがやったのかもしれませんし、ちょっとしたものではな

くて結構大量にあるのですよね。そうすると、事業系のごみというのか、ちょっと

また違うのではないけれども、全部それを一般廃棄物として収集責任を町が持たな

ければならないのか。俺が見たのは、自分で持ち込んで有料で処理しているようで

したけれども、やっぱりそういう範囲とか、景観上も、それから環境上もそういう

のは余りふさわしくないと思うので、今度緊急雇用がなくなったので、なかなかそ

ういう制度を利用したパトロールとか、そういうのが難しくはなってきたと思うの

ですけれども、河川とか道路の周りを中心にした不法投棄だと私は思うのですが、

きちんと管理、パトロールする、またあとは地域整備課が一定的に道路沿いのパト

ロールしたときにチェック項目として入れておくとかという形での対応が必要では

ないかと思うのですが、全てがどんと一般廃棄物として出してよろしいのかどうか。

今課長の答弁だと、一般廃棄物に、可燃物として出すということでいいのですか、

その辺も確認しておきたいと思うので。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 １時３８分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 １時４０分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  私もちょっとあやふやでしたけれども、不法投棄という

ものなのだけれども、不法投棄とは別に枯れ枝等は一般ごみとして処理はできます。

不法投棄の場合、公共の施設の管理の部分については町のほうでやっているもので

すけれども、それ以外はその土地の所有者が処理するというような形になっている

ものでございます、不法投棄などにつきまして。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  投げられた人が責任持てと。私が言っているのは道路と河川

の間のところで、河川敷でもない、河川敷なら道路幅の道路の分かもしれませんけ

れども、そういうところに結構車で来て、そこにばっとおろしていくという感じで

す。それから、一般廃棄物で出す場合は袋に入れるとか一定の長さにしなければな

らないという、そういう規定があって、それに対応するようなごみ袋に入れてあれ

ばあれでしょうけれども、生のままで、長いままとか枝とかというのをそのままで

回収をするわけですか。きちんと所定の袋とか長さとかという中での対応だと、そ

の辺も。何でもごみを出してもいいということとは違うと思うので、まずそれ。特

に河川と道路の間には、結構人通りが少ないところにはあるので、さっき言ったよ
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うに地域整備課の道路パトロール等々できちんと把握して、ここに捨てればだめで

すよということとか住民に対する、自分の土地に保管するのはあれですけれども、

公共の地のところにはその許可は得なければならないと思うので、その辺のことを

きちんと住民に周知していただきたいなと思っています。これについてどうですか、

まず、では。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  ごみの収集につきましては、指定された場所、今軽米町

に二百何カ所ごみステーションありますけれども、そこに出していただくような形

で、また住民のほうに説明していきたいと思っております。 

    今言われた道路と川の境というような形などは出てきましたけれども、グレーゾ

ーンというか、なんですけれども、一級河川であると県の管理とかあるかと思いま

すけれども、そういうことにつきましては臨機対応というような形で考えていくこ

とにして……役場のほうも不法投棄というような形で処理をしていくしかないのか

なとは思っています。そういうところにつきましては、不法投棄などあった場合は

看板などを立てるというような対策とって、住民のほうに周知していきたいと思っ

ております。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  この件に関しては、もういいというのはあれですけれども、

きちんと不法投棄みたいなではなくて、不法投棄だと思います。そういう意味では、

道路パトロールしながらとか、お知らせ版等々で周知していただきたいと思います。 

    私は、花いっぱいのときも取り上げたいと思ったのですけれども、清掃の関係で

す。昔は清潔法というのがあって、そういう経験持っている人は一斉に清掃日があ

って、家のものなんか出したり掃除したりしてきまして、今クリーンアップデーが

なされています。それなりの意義があると思うのですが、クリーンアップデーイコ

ール何か河川の草刈りという形になってきて、集落によっては道路の清掃とかも集

落で出てきれいにしているところもありますけれども、何となくクリーンアップは

草刈り、河川という感じになって、それも大事なのですが、そういうごみ一つ落ち

ていない町というのがやっぱり私理想なのですけれども、国体を前にして生涯学習

宣言の町３０年ですけれども、その一文に、前にも言いましたけれども、軽米町じ

ゅうが公園のようにという一文がありますけれども、そういう町づくりが観光でも

いろんな意味でも軽米町の魅力になっていくと思います。そういう形で、何かクリ

ーンアップの中が草刈りとか河川だけに特化しないで、自分たちのうちの周り、道

路という形を一斉にやろうというのを、ことしは特に国体もあるので、何か一つの

行事として位置づけてやることを提案したいと思うのですが、いかがでしょうか。 



- 205 - 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  クリーンアップデーにつきましては、８月の第１日曜日

というような形でやっているところでございますが、委員ご指摘のとおり、河川の

草刈りなどがまずほとんどメーンになっているみたいです。町民生活課としてもそ

れだけでなく、さまざまな活動を考えられないか、何か１つ重点目標を持って、こ

としは草取りをしましょうとか、そういうような形をちょっと今考えているところ

でございました。各集落、８９行政区がありますので、それぞれ活動内容もさまざ

ま違ってきますけれども、町民生活課のほうで担当している衛生組合の関係の役員

会のほうでもそういう話が出ていたところでございます。ことしは、まず地域、集

落の判断に任せることも必要ですけれども、１つの基本目標と言えばあれなのです

けれども、目標を持った形を進めたいということで今検討しているところでござい

ます。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） いいですか。 

    茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） 備品購入費でごみ収集車購入ということですけれども、多分１台

ふやすのかなと思いますけれども、というのは嘱託職員も１人昨年よりふやすみた

いですし、臨時職員も何か６０万円ぐらい賃金がアップしていますので、もしかす

れば１週間に１回歩いていたところを２回歩けるようになるのかなと期待持ったの

ですけれども、その辺の内容を説明していただきたいと思いますけれども。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  ごみ収集車につきましては、現在４トンが２台、あとパ

ッカー車、巻き込むやつが２台と、あとは２トン車が１台と、あとは生ごみの収集

の軽トラックというような形でやっております。４トン車につきましては平成１５

年の購入で、約三十五、六万キロ走っているものでございます。車両のほうもかな

り古くなって、修理費などかかるということで、１台を更新するという形で予算の

ほうを上げているものでございます。 

    あと、賃金などにつきましては、平成２７年度も補正でプラスしていましたので、

そこら辺を見込んで、当初から補正がないような形でお願いしたいということで予

算化しているものでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） 嘱託職員の方も去年も８人、ことしは９人ということで載ってい

るみたいですけれども、そこのところはあれですけれども。 

    私何回も恐縮なのですけれども、職員の制服の部分で今までも何回かお話しさせ

ていただきましたけれども、まず嘱託職員の方は制服がちゃんと決まって、ちゃん
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とその都度支給するのか、春というか、夏物と冬物、冬物だと今度防寒具とかにな

れば大変だと思いますけれども、その辺がどういうふうに決まっているのか。あと、

臨時職員の方もそれに適用になっているのか、臨時職員の人はどういうような格好

をしてもいいのか。あと、よそのほうではヘルメットもちゃんとかぶってやってい

るように、よそのは余りわからないのですけれども、二戸市のあたりではちゃんと

制服を着て、ヘルメットをつけてやっていますけれども、軽米町ではそこまで徹底

していないのかなと思って見ていましたけれども、その辺はどのように指導されて

いるのか。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  ごみ収集員の服装と言えばなんですけれども、採用と言

えばなんだけれども、嘱託職員については支給をしているところでございます。あ

とは防寒具も長靴とかやっております。臨時職員につきましても貸与しているとこ

ろでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 茶屋隆君。 

〇７番（茶屋 隆君） 貸与されているのであれば、やはりそれを徹底して制服を着て、

そうでなければ何か見た目が余りよくないと私は思いますので、これからそういう

ふうに考えてやっていただければいいかなと思いますので、よろしく。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  それから、ヘルメットの件、ヘルメットのほうも支給し

て、その都度と言えばあれなのですけれども、ヘルメットをかぶって、けがしない

ような、そのような形で具体的な作業指導しているところでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） 次、し尿処理費でもいいですか。３目でもいいですか。 

〇副委員長（舘坂久人君） はい、どうぞ。 

〇２番（中村正志君） 公衆トイレの関係は、この３目のところでいいですか。公衆トイ

レの清掃業務委託料というのがあったから、公衆トイレの関係ここかなと思って。

この清掃業務委託料１５万円というのは何カ所分のことなのか、町で公衆トイレと

して位置づけているのが何カ所なのかと、前にもちょっと話したような気がするの

ですけれども、あわせてミル・みるハウスのトイレを公衆トイレに位置づけていた

だけないかということを前に議会のときにお願いしていましたけれども、検討いた

だけたものか、あわせてお伺いしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  ７５ページの公衆トイレの清掃業務委託料、町民生活課

で管理している部分になります。これは、本町の公民館前にあるトイレになります。 

〇２番（中村正志君） ここは図書館前の…… 
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〇町民生活課長（中野武美君）  図書館前の。清掃業務につきましては、本町の町内会の

ほうに委託しているものでございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  ミル・みるハウスにつきましては、営業時間内であれば

自由に使ってもらって結構だと思っております。管理につきましては委託しており

ます。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） その現状をわかってしゃべっているわけです。ほとんどの人たち

は、ミル・みるハウスのところを軽米町の道の駅かなというふうに思っている人た

ちがかなりいると思うのですけれども、道の駅というのは大体トイレは２４時間あ

いているということで、いずれ公衆トイレは町民生活課で管理しているのは図書館

前のトイレだけだよということですけれども、ただ公衆トイレ的な位置づけをして

いるのはほかにもありますよね、担当が違うというだけで。例えば物産館の後ろの

トイレだって２４時間使えると思っていました。あと、向川原の防災センターだっ

てありますよね。あと、これ見ると円子のところのトイレもあるようですけれども、

所管は違うけれども、公衆トイレと位置づけられているのかなと。公衆トイレとい

うのは２４時間使えるという考え方だと思っていましたけれども、それで何とかミ

ル・みるハウスも同じように２４時間使えるような、年中無休で使えるようにして

もらえないのかなというふうなのを、今お願いしているのではないのです。前の委

員会でもお願いしていましたけれども、その辺が検討されたのかなという。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  大変申しわけありません。私の頭の中に何もないもので

すから、管理委託とかそういうやつを調べていて、検討すると言えば前向きですけ

れども、業務委託の中で恐らく時間帯も決まっていると思いますので、その辺調査

してみます。申しわけございません。 

〇副委員長（舘坂久人君） いいですか。 

〇２番（中村正志君） 実施に向けて検討してください。 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、ここで２時１５分まで休憩いたします。 

               午後 １時５９分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時１３分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、会議を再開します。 

    それでは、７５ページ、４款衛生費の水道費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 
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〇副委員長（舘坂久人君） ５款労働費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７６ページ、６款１項農業費、１目農業委員会費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７７ページ、２目農業総務費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７８ページ、３目農業振興費。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  さっきちょっと説明ありました軽米町鳥獣被害対策実施隊員

とか協議会のことについてお聞きしたいと思います。隊員という３０人の方は延べ

ではなくて、これは個人で、みんな猟銃所持をしている方なのでしょうか、それと

もそういう資格というか、制限がない人なのか、猟銃所持者は軽米町で何人ぐらい

いるのかについてお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  平成２７年の後半から実施隊のほうが始まりましたけれ

ども、以前から町民生活課のほうで軽米町の猟友会の方々にお願いして、駆除のほ

うをやっていたそうです。軽米町内で２６名ということで実施隊のほうを構成して

おります。こちらのほうは３０人でとっていましたけれども、平成２７年度からは

２６名ということで実質的にやっております。いずれも狩猟の経験のある方で、軽

米町猟友会のほうからご推薦をしていただいた方になっております。町内で全員と

いうのは、申しわけございません、まだ把握していませんけれども、恐らくこの２

６名の方に入っているのではないかなと思われます。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  では、今回３０人というのは、もっと猟友会の人がふえると

いう想定で３０人にしたというふうに理解していいのでしょうか。 

    それで、その状況についてもお伺いしたいと思いますけれども、特にニホンジカ

が本当に本格的に帰ってくれば非常に大変だということが言われていますけれども、

各地で目撃があるとかと言われていますけれども、私はカモシカは見るけれども、

まだニホンジカ見ていないので、今ニホンジカが軽米の領域に来ているのも推定の

頭数とか、これからの侵食というか、ふえていく可能性というか、予測というのは、

特にも一番ニホンジカが大きいと思うのですが、どのように捉えて、どういう対策

をとろうとしているのかお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  いろいろ会長からお聞きした話ですけれども、県境の部
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分でかなり見えているということだそうです。 

〇１２番（古舘機智男君） 青森県と…… 

〇産業振興課長（高田和己君）  青森県と軽米町の境ですね。会長から伺ったのですが、

上舘地区でことし、猟期になってからですけれども、ニホンジカ２頭捕獲したそう

です。情報は聞いていました。いずれ岩手県にもあると思うのですけれども、青森

県の県南のほうでかなり多くて、県南のほうと県北地域でニホンジカの対策を話し

合いましょうという会議が３月の後半だったか、あると思われます。かなりふえて

いるようで、実数についてまだ把握していませんけれども、その対策等について、

鳥獣被害対策防止隊というのはお互いであるわけですけれども、それらのまず情報

交換をして、これからやりましょうという会議が月末だと思いますけれども、開催

されることになっています。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  県境付近と言えば、本当に青森県との連携とか総合的な、特

に八戸市、それから階上町にも隣接するのか、そういう連携をとりながら、水際作

戦ではないけれども、相当な被害をもたらすと言われていますし、特に青森県のほ

うが多いという感じなのですか、沿岸から含めて。ちょっとその辺も確認したいと

思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  青森県の特に果樹の被害が多いそうです。大体ご想像が

つくと思いますけれども、南部町とか名川、その辺の果樹の被害が多くなってきて、

ニホンジカの場合は果樹だけではなくて野菜全般だそうですので、果樹の被害だけ

ではなくて野菜のほうにも広がるのでないかなというお話がありまして、連絡会の

ほうを開催するとお伺いしておりました。 

    あと、３０人ですけれども、高齢の方々が多いものですから、若い人たちが幾ら

でも入れるようにということで、枠だけは確保しております。 

    以上でございます。 

〇１２番（古舘機智男君） 了解しました。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） 今の鳥獣のに関連してでございますけれども、先般長倉地区の方

から秋口ですか、４頭、畑に見えて大変だと、それで行政のほうに対策を連絡した

らば、被害があったかというようなお話されて、被害があってから対応するのか、

予防対策のほうが大事なのか、その考え方をお聞きしたいと思います。遠野市でも

この間の議会でも論議されまして、遠野では対策室のようなものを設置をして、協

議会をつくっていろいろ対策するというふうな方向性を示したようでありますが、
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当局でもその考え方はどうなのか。私は被害を未然にするために、そういう情報が

あったらば即調査をして、対策を講ずることがベターではないかと思いますが、そ

の点について考え方をお聞きします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  大村委員のお話ですけれども、私もそのとおりだと思っ

ております。ただ、言いわけになるようで大変申しわけないですけれども、被害防

止対策ということで、基本的には被害を防止することが目的ですけれども、被害が

出て、その状況を把握して、それから実際の話、猟銃を持ってどのようにしたらい

いかというのを猟友会のほうで対策立てるわけですけれども、そういう手続も恐ら

くあると思いますし、またそれ以前に大村委員がおっしゃったような考え方で、未

然が一番いいでしょうけれども、実質的に動くのは被害が起きる前のほうがいいの

ですけれども、被害があってからそれを防止するということ、被害防止対策みたい

な考え方、基本的な考え方があっているようですので、今のところは町としては…

…長倉の話は聞いていました。実際にあらわれたというのは聞いていました。その

被害状況とか経緯については、申しわけございません、私今心得ておりませんけれ

ども、いずれ被害が出てからそれを防ぐということで、猟友会のほうに、うちだけ

ではなくて二戸市の県のほうを通じたり、警察も通じたりして許可をもらって、そ

れからではないと鉄砲を撃てないことになりますので、そういう手続もあるようで

すので、その辺も含みながら対応しなければならないなと思っております。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） 詳細にご説明ありがとうございました。というのは、もう一点で

すが、被害が出てから対策をして防止するというような考え方と私は認識しました

が、それでは遅いのだということも先ほど申し上げましたし、また農家の方々は、

被害があってからというのは被害を補償するのですかというようなお話もいただき

ましたので、そういうところがどういうふうなのか、お考えをお聞かせ願いたいと

思います。被害があってからであれば、被害があった農家には被害を補償するのか

と、どうなのですかというようなことも問いただされまして、町の考えはどうなの

かと。お尋ねいたします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君） 私もしっかり勉強していなくて、大変申しわけないので

すけれども、被害の補償につきましては現段階では考えていないと思います、予算

的にも。おっしゃるとおりなのですが、防止対策につきましても予防対策とか、実

際に獣を少なくするとか捕獲するとか、いろんな方法がありますので、その辺は猟

友会の方々ともお話をしながら、あるいは地域の声も聞きながら、そして単独では
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動けません。県のほうに連絡をしまして、警察のほうにも連絡して、わなであって

もそうですので、その辺の許可をもらってからでないと行動できないことになって

いましたので、その辺も加味しながら対応できればいいかなと思っております。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） わかりました。また予防を重点的に考えて、対策をしてほしいと。

ただいま課長がお答えいたしたように、通報された方あるいは被害を不安視する方

々にも、法律上はこうですというような詳細に説明して、理解を得るような対策も

一つではないかなと私は思っていますので、その辺をひとつ前向きに対応してほし

いと。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君）  関連ですが、上舘で２頭捕獲したという話ですが、捕獲された

バンビはどこに行ったんだ。一連の流れで今説明されましたので、見たら、倒れた

ものでも見つけたらどのような対策するのだか、ちょっとその辺お願いします。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  私もしっかりその場にいたわけではないのでわかりませ

んけれども、実は狩猟会の会長の菅原さんが自分の、上舘地区なのですが、近くに

いて発見というか、通報があったそうです。上舘と川の境のあたりだったかな、そ

こで１頭しとめたそうです。もう１頭は、いずれ上舘地区だそうです。猟期の間で

すので、シカにつきましては自分でさばいて、骨なんかは一般廃棄物になりますけ

れども、一般廃棄物で出して、お肉はいただけると、そういうふうな感じで処理し

たとお伺いしております。北海道とか金華山なんかでよく鹿狩りに行きますけれど

も、それと同じような状況で、ただ内蔵とか骨とかそういうものは一般廃棄物にな

るそうですから、その処理をきちんとしないとだめだとお伺いしておりました。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 農業振興費、終わります。 

    ８０ページ、４目農業経営基盤強化促進対策事業費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ５目水田農業構造改革対策費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ６目農業金融対策費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ７目振興開発費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） ８目生活改善センター等運営費。 
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    中村正志君。 

〇２番（中村正志君） ここで私資料要求させていただいていました山内地区センターの

まず建設に係る概要、財源内訳を含めて説明していただければと思います。 

             〔「少しお待ちください」と言う者あり〕 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 ２時２８分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時２８分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  それでは、お手元に平成２８年３月定例議会資料ナンバ

ー１０、産業振興課、山内農業構造改善センター建設にかかわる概要……済みませ

ん、概要が２つあって申しわけない、概要説明書でございます。１枚目が付近見取

り図、２枚目が配置図、３番目が平面図、４番目が立面図になっております。 

    １枚目の付近見取り図でございますけれども、旧山内小学校の校庭の用地を考え

ております。２枚目ですが、配置図ですが、２枚目ごらんください。中心のところ

に申請建物とあります。右側のほうは町道山内線になっております。昔の山内小学

校の入り口になりますけれども、そこから真っすぐ行きまして、旧校庭のどちらか

といえば端のあたりに建物を予定しております。 

    続きまして、平面図ですけれども、３枚目になります。平面図につきましては、

既存の山内農業構造改善センターの建物の面積プラス事務室の分が多くなっていま

すけれども、その分で約４２２平米になっております。もともと山内地区のセンタ

ー自体が大きかったものですから、そのような大きさになっています。この配置図、

それからセンター等につきましては、山内地区の方々から建設のための審査会をさ

せていただきまして、去年に基本設計、ことし実施設計、実施設計の段階でも設計

の始まりと最後のほうに皆様のほうにご説明して、了解を得ているものでございま

す。 

    最後、４ページ目になりますけれども、鳥瞰図になりますが、左の上のほうから

南側、下のほうは北側、右のほうの上が東面、西面、大体こういうふうな建物にな

っております。 

    それと、財源ですけれども、現在農業構造改善センター等という名称の補助はご

ざいません。それで、財政サイドとも協議しましたけれども、名称も恐らく山内地

区センターという感じで、地区の集まる場所ですよと、そういう考え方で名前も変

更して、起債のほうを過疎債のほうですけれども、お願いしたいなということで考

えております。かなり建設費も多いのですけれども、一応そのように考えておりま



- 213 - 

す。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） ありがとうございました。 

    では、その財源内訳の中で１つ、地元負担があるのかないのか。それから、グラ

ウンドのところに、手前のほうに建物があるようですけれども、全体にグラウンド

が広いと思いますので、後ろのほうの空き地といいますか、それはただ駐車場だけ

を想定しているのか、それとも何か地元で運動できるような施設といいますか、グ

ラウンド的にも考えているのか。また、入り口、私も何回か入ったことあって、何

か余り広くもないような気がするのですけれども、道路を拡幅する計画があるのか

どうかということを、まずとりあえず教えてください。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  基本的に、役場のほうで山内地区センターということで

全額起債の借り入れ、７割の交付税還付があるわけですけれども、それで考えてい

ました。地元負担の話ですけれども、地元の協議会の方々と大体のお話をしており

ます。先ほども申し上げましたけれども、以前のセンターが約４００平米でござい

ます。今回の建物が４２２平米で、事務室を山内地区のほうで自由に使いたいとい

うことで、事務室の面積が５メートル掛ける４メートルで２０平米ございます。全

体事業費なのですが、設計のほうから入りまして、平成２６年度の設計委託料、そ

れから平成２７年度の詳細設計委託料、本年度ですけれども、それと工事が終わら

ないと最終的に確定しませんけれども、今のところ８１７万円ほどの地元の負担を

お願いすることになっておりますし、地元の方々ともお話ししております。ただ、

地元の負担につきましては今現在太陽光の売電収入が入ってきた時期からお返しし

たいというご意向をお伺いしていましたので、詳しいことにつきましては実際の建

設工事にかかわる金額が確定した段階でもう一度お話をしまして、歳入につきまし

ては山内地区の方々とのご意見もお聞きしながら、その分の負担をお願いしたいと

いうことで、合意はなってございます。それがまず１点。 

    グラウンドの手前のほうに持ってきたのだけれども、後ろのほうはという話なの

ですが、図面見てもらえばわかるように、大体後ろのほうは駐車場なのかなという

ことで考えていましたけれども、地元地区の要望がありまして、実はここの校庭が

すごく水はけが悪いということを聞きまして、最終設計の段階である程度の土盛り

をしたいということで、基礎も打つのですけれども、基礎のほかに建物、将来の土

盛りを見据えた建物に、少し基礎の分上げました。それが入っております。ですか

ら、運動場のあいている地区はそれこそ駐車場としてこれからずっと使えるのかど

うかというのは、また現状を見ながら把握しなければだめだと思いますけれども、

建物の周りにもある程度の土盛り、それと入り口等につきましては切削材等でやり
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たいなと考えております。 

    それと、入り口が狭いということなのですが、確かに私も入り口が狭いと思いま

す。ただ、今回につきましては今のところ、まず建物の金額が１億５，０００万円

ですか、かかりますので、その事業が終わってから、やるとしてもなるのかなと思

っていました。土盛りにつきましても一旦建物を建てまして、工事等で残土が出ま

したらそれらも利用しながら、ある程度盤を固めてから切削材のほうで処理したい

なと今のところ考えております。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 中村正志君。 

〇２番（中村正志君） ありがとうございました。概要については詳しく説明いただきま

したので、あとこれから建設に向けていろいろな状況も想定されると思いますので、

それに向けて。 

    そういうことで、今回山内地区センターを建設するに当たり、これまで町内各所

に農業構造改善センターとか生活改善センター等が建って、多分これはみんな農林

水産省等の補助で各地区に建設されたものだと思うのですけれども、それがこれか

らは徐々に更新する時期になりつつあるのではないかと思いますけれども、その第

１弾として山内の部分が補助がなくても、まず山内地区にこういう大きな施設をつ

くるということは、山内地区としての中核的施設ということで、そこの施設を核と

して地域づくりがこれから行われるのだなというふうな一つの考え方ではないのか

なというふうに思うわけですけれども、これが一つ軽米町全体の中での地域単位と

いうふうなもののモデルケースになるのかなというふうに私ちょっと感じたもので

すから、軽米町に８９行政区があるわけですけれども、行政区だけと町とのパイプ

ということですけれども、やはりこれからは一つの、学校もほとんどなくなってき

ている、小学校も３つしかないということになれば、旧町村単位での部分ですけれ

ども、そのほかに地域づくりの単位というのをいま一度行政として考える必要があ

るのではないかなと。そこで、何か聞くところによると山内地区だけの全世帯数は

３００弱というふうなお話聞いていましたけれども、これが一つの目安になりなが

ら、各地区の自治区といいますか、そういうふうなのを今後も考えていく必要があ

るのではないかなと。それによって、これからそれぞれの地域の中核施設というの

を、建設というのを考えていくべきではないのかなというふうに考えるわけですの

で、今すぐどうのこうのではないのですけれども、ただ今山内のこういうのがあっ

た場合に、町として地域にこういう建物を建てるということになれば、それぞれの

地域でも今後考えていくと思いますので、要望も出てくるのではないかなというふ

うな気もいたしますので、その辺のところで自治区という再編を大きな単位でやっ

ていく必要に迫られてきているのではないかなと思いますが、その辺のところの見
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通しを町長はどのようにお考えになっているか、町長からお伺いしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 大変いいご提案をいただきまして、私も今後やはり地域振興と申

しますか、そういったものを図る意味で、こういった環境センター的な施設はまさ

に地域の中核になるものと思っております。活動交付金、さまざまお配りしており

ますし、あとはインフラ整備、そしてまた経済的な支援、そしてあとは人材育成と

いうような形の進め方をしてまいれば、恐らく方向的には今委員がおっしゃったよ

うな方向に行くのではないかなというふうに考えておりました。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） ほかにございませんか。 

    山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君）  資料の要求していますが、行政改革に絡んで出張所の業務の民

間委託という方針に基づいて、小軽米出張所、晴山出張所が民間に委託されるとい

うような形に計画がなされたといいますか、それも平成２８年、平成２９年、早い

時期に検討がというような感じでありまして、私とすればびっくりしていると感じ

てございます。そこで、現在出張所で対応している業務がどんなのかという説明も

資料に出ておりますが、この説明をお願いしたいと。出張所と併設している施設、

小軽米では小軽米公民館、小軽米地区生涯学習センター、小軽米生活改善センター

というような部分になりますが、民間に委託すると残った施設がどのような形で、

残る業務というのが何が残ってどうなるのかというような、大まかな概要について

説明をお願いを申し上げたいと。 

    とりわけ出張所につきましては、昭和３０年の町村合併で旧小軽米村役場があっ

た場所でありまして、さまざま歴史がある場所でありますので、そんな面では将来

小軽米のそういう場所がなくなるのかなというような心配もしたりしておりますが、

現在考えて、公表できる部分がありました説明願いたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 町民生活課長、中野武美君。 

〇町民生活課長（中野武美君）  最初に、出張所で対応している業務内容ということでご

説明申し上げます。５つほど挙げておきましたけれども、証明書の発行、あとは住

民票手続、あとは町税の収納、使用料の収納、あと保険料の収納等の、大きく分け

て５つということで出張所の業務となっているところでございます。 

    そして、出張所と併設している施設名ということで、晴山出張所は晴山公民館及

び晴山地区生涯学習センターという位置づけとなっております。同じ小軽米出張所

につきましては、小軽米公民館、小軽米地区生涯学習センター、小軽米生活改善セ

ンター、出張所以外に３つの施設を併設しているものでございます。町としては、

その施設の管理などをやっているところでございます。 



- 216 - 

    出張所については以上で説明を終わります。 

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  行政改革の大綱の関係でのこちらの考え方をお聞きになって

いるのかなと思います。いずれ町民の利便性を疎外しないことというのが一番の目

的かなと思っております。早い時期に検討するということでございますが、町民の

皆様のご意見等については十分お伺いしながら進めてまいりたいと思っております

し、現段階ではまだ委託をお願いしたいと思っているところにも全くお話を通した

ものではございませんので、これからそのような形で進めてまいりたいと思ってお

ります。 

〇副委員長（舘坂久人君） 山本幸男君。 

〇１３番（山本幸男君）  具体的にイメージとしてどこを想定するかというような質問も

前にいたしましたので、それらを含めて慎重な対応をお願いしたいと。特に時間も

十分にとって、地域の要望、それから地域と中央、役場との連携がスムースにいく

ような形で、あるだけで安心しているという施設だと思いますので、町長、十分な

検討、慎重な検討をお願い申し上げたいと思っています。 

〇副委員長（舘坂久人君） ほかにございませんか。 

    大村税君。 

〇８番（大村 税君） 農村環境改善センターのことはここの管轄かなと思いまして、お

聞きしたいことがあります。今日において自治体は住民の福祉向上が最大の責務で

あるということは私も認識しておりますし、当局でもそのような認識のもとだと、

このように思いますが、そこで福祉向上というのは、今年々高齢化率が高まってい

る中で、６月議会に私は特別委員会等でご要望申し上げたところでございますが、

その中で農村環境改善センターの男女のトイレの改善をしてほしいということを、

お考えをお聞きしたところでございますが、対策を講じてまいるというご答弁をい

ただきましたが、予算には計上されておらないし、大変寂しい限りだなと。先般も

そういう高齢者の方からも大変だよと、足腰が弱って、唯一の交流の場がセンター

ですよねと、そこに行っても用足すのに大変苦痛だと、そういう声がたくさんあり

ました。ここにないので、これは町長からの答弁をいただきたいなと、このように

思いますので、６月補正にでも、ソフト事業であるので、交流駅が出るのはまだ四、

五年先だと思いますので、いろいろなイベントは農村環境改善センターだろうと、

このように思いますので、先般、きのうおとといだか、金曜日に行ってみてもその

ままの状態であると、そのように思いますので、課長の、あるいは町長の前向きな

ご検討の答弁をお願いしたいです。 

〇副委員長（舘坂久人君） 総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君）  トイレの改修につきましては、農村環境改善センター、それ
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から役場庁舎のトイレも確かに大村委員おっしゃるとおり昔の和式で、お年寄りの

方が大変だろうということは十分理解し、実はことしの平成２８年度の当初予算で

も実施したいと思って計画したのですが、農村環境改善センター、役場庁舎、この

前ご承認いただいて、議会棟の１階のトイレについては改修しているのですけれど

も、総額で１億円ぐらいかかる見込みとなりました。それで、一回にトイレ改修と

いうのはちょっと難しいだろうということで、その他の事業についても６月補正に

回したものもありますし、いずれ交付税の状況ちょっと見ながら、確実に整備を進

めていくための計画としたいということで、現段階は当初予算では見込まなかった

というよりは、見込めなかったというのが現状でございます。ですから、改修につ

いては必要なものだと思って、平成２８年度で策定する公共施設等管理計画の中で

もトイレの改修を含めて検討してまいりたいと思っておりました。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） 大村税君。 

〇８番（大村 税君） では、庁舎のトイレと農村環境改善センターを一挙にやろうとす

れば１億数千万円ということになろうと思いますけれども、やはり町民の福祉向上

の最重点が、責務が行政にあるのだから、いの一番にやるべきだと思います。各市

町村に行ってもほとんどが洋式です。その辺をしっかり捉えて対応してほしい。年

次計画でも私はよろしいと思います。町民の人たちが来たとき、ああ変わったなと、

町が住みよい町づくりに一生懸命努力しているなというところが見えないと、幾ら

交流人口４０万人の町、あるいは人口減少に歯どめをかけるといったところのもの

で非常に難しいと私思うので、その辺ももう一度検討をして対応することを求めて

終わります。 

〇副委員長（舘坂久人君） 答弁、町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 確かに大村委員おっしゃるとおり、トイレは大変重要であると思

っております。ただ、今課長答弁したように収入が減りながら、また大きな事業も

いっぱいこれから展開していかなければなりません。また、各地区のそういった改

善センターの整備等も進めていかなければなりません。そういった中でいかに優先

順位をどういうふうに定めていくか、そういったことも総合的に検討してみて、そ

れでトイレの改修等も進めてまいりたいと思っております。 

〇８番（大村 税君） よろしいです。前向きにどうぞ検討してほしいということを求め

まして終わります。 

〇副委員長（舘坂久人君） ８１ページ、９目畜産振興費。 

    中里宜博君。 

〇１番（中里宜博君） 新規事業の養鶏生産基盤育成強化事業について、３，０００万円

と大変大きいのですが、その中身を教えてください。 
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〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  それでは、軽米町養鶏生産基盤育成強化事業についてご

説明申し上げます。養鶏生産基盤育成強化を図るために、飼料用米の利用増進と鶏

ふん利用による自然循環型農業の構築を目的として、かつ新規雇用を条件とし、雇

用の拡大も目指した新しい補助金として創設します。今考えている実施要綱ですけ

れども、これは案の段階ですけれども、事業の対象者としまして軽米町内に鶏舎を

新築するもの、軽米町に住所を有する者２名以上を新規雇用すること、それと町内

産の飼料用米、鶏ふんの利用などの資源循環型農業に取り組むこと。補助ですけれ

ども、補助につきましては予算の範囲内において鶏舎の新築に係る費用の１０分の

１以内、１件につきまして１，５００万円を上限として事業実施者に対して補助す

るものです。今回は１，５００万円の上限としまして、２件分の補助金ということ

で考えております。一番ネックになるのが恐らく新規に２名以上を雇用するという

条件になろうかと思いますけれども、畜産の生産振興と雇用拡大を図るという目的

のもとにこのような制度を考えました。 

    ただ、かなりハードルは高い物件でございますとは思っております。ただ、町の

養鶏をＰＲする部分、もう一つはそこでできた鶏舎で働く人を、町内の方々を雇用

していただくということを最大限の条件として、軽米町内に畜舎をする事業者に対

して上限が１０分の１、最大で１，５００万円。ですから、最大で１，５００万円

ということは最大で１億５，０００万円以上の鶏舎を考えるということなのですけ

れども、実質的にはかなりハードルが高いなと、済みませんが私どもも思っていま

したけれども、やはりこういう施策を打ち出していかないと、どうしても養鶏業だ

けではなくて新規雇用につながらないのかなということで今回お願いしているもの

でございます。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） よろしいですか。 

〇１３番（山本幸男君） 今しゃべったことを文書にして、資料にして出してもらいたい。

要綱をね。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 ２時５５分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時５５分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  どこだか見つけられなかったのですけれども、新規就農者支

援という制度は今ちょっと見つけれなかったのですけれども…… 
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             〔「商工費」と言う者あり〕 

〇１２番（古舘機智男君） 商工費だっけ……就農者が、農業の。 

〇産業振興課長（高田和己君） ああ、新規就農ですね。お待ちください。 

             〔「青年就農給付金じゃないの」と言う者あり〕 

〇１２番（古舘機智男君）  青年就農給付金……そういう意味では新規就農者という字句

は前からなかった…… 

〇産業振興課長（高田和己君） いや、あります。 

〇１２番（古舘機智男君） ありましたよね。 

〇産業振興課長（高田和己君） はい、ありました。 

〇１２番（古舘機智男君） ちょっとそれが…… 

〇産業振興課長（高田和己君） 少しお待ちください。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 ２時５６分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時５７分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） 再開します。 

    産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君） 古舘委員のご質問にお答えします。 

    ここでは軽米町青年就農給付金ということで１，３５０万円の予算科目になって

おります。内容としましては、新規就農総合支援事業として新規就農者及び経営継

承者の増加を図るため、経営が不安定な就農直後、５年以内ですけれども、５年以

内の所得を確保する給付金を給付する事業で、国の事業でもあります。平成２７年

度は、夫婦で２組、それから個人で３組実績がありました。平成２８年度、この予

算の中では夫婦が２組、それから個人を現在３組プラス３人ほどの新規就農者の開

拓ということで考えていました。金額につきましてですけれども、今名前ちょっと

変わりまして、新規就農者なのですが、青年就農給付金ということで、経営開始型

になりますけれども、夫婦の場合ですと年間２２５万円、これ掛ける２件分、個人

の場合ですと１５０万円掛ける６件分、合計で１，３５０万円の予算となっており

ます。 

    以上です。 

〇副委員長（舘坂久人君） 古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  前年対比のことの名称については確認していないのですけれ

ども、たしか予算の中で新規就農者という字句があったような気がしたのですけれ

ども、それが同一のものと考えて、青年就農給付金でいいわけですね。 

〇産業振興課長（高田和己君） はい。 
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〇１２番（古舘機智男君）  わかりました。それなりに実績をあげている部分があると思

うのですが、この前議会控室でも話題になったり、私のところに要望もありますけ

れども、後継者対策というか、そのためには新規就農の場合はいろんな一定の条件

ありまして、例えば自分の息子が農業やっていなくて、都会から帰ってきて家の仕

事を継いだり手伝いを、就農したいという場合なんかは、そういうのには該当しな

いわけですよね。同じ継承するという形になった場合。それを確認したいのですけ

れども、そうだとすれば今農家の中で後継者問題というのはやっぱり非常に大きな

問題になっていますし、新規就農者という、新たに夫婦で入ってきてというのはも

ちろんすばらしいことだし、それも大事にしなければいけないのですが、後継者が

できるということに対して、やっぱり準じた新しい制度ということも今検討してい

くところではないかなと思いますけれども、そういう形での新しい検討を始める、

またこれから検討するという考えがあるかないかお聞きしたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 産業振興課長、高田和己君。 

〇産業振興課長（高田和己君）  古舘委員の言っていることはもっともだと思います。私

たちもそのように考えております。新規就農につきましては、最初は正直言って枠

が緩かったです、新規就農ということで。ただ、その中で委員もおっしゃいました

ように最初は後継はだめですよという話だったのですが、後継もいいですよといっ

た場合には、今の経営者の方が全て後継者に財産、それから農業機械を全て譲る証

明書が必要だと、それがないとできないと。もしくは今たばこをやっていて、息子

などが帰ってきて、息子たちが新しく農業を始めますと、例えばごぼうであったり

大豆であったり水田であったり種目が違う場合は、今経営継承者であるということ

で、それも可能になりました。ただし、毎年、これ国の全額補助であるものですか

ら、いろんな会計検査とかそういう指示がありまして、規制がかなり厳しくなって

おりますとともに、活動報告、いろんな書類等がすごく煩雑にふえました。当初は

そんなになかったのですけれども、だからかなり難しいには難しいのですが、ただ

それから年間の収入状況が、去年６０万円だったかな、ある一定の金額が、収入が

あればもうもらえないという情報も受けています。ただ、最初に新しく農業につく

場合に一番必要なものは資金です。資金というのは使い道がいろいろあるのですけ

れども、新しい耕地の貸借とか、新しい農作業のための機械設備とか、それに向け

て５年間もしもらえるのであれば、それは有効な手段であるし、農業経営上もある

程度の基準があるわけですけれども、その基準以下にするような収支の所得を自分

なりに考えれば、すごくいい制度だなと実際思っているのです。ただし、その制度

自体につきまして国のほうでも毎年かなり強化しているのが現実でございます。た

だ、いい制度でございますので、我々もそういう話があればお手伝いしたいし、そ

ういう人をみずからと言えば失礼ですけれども、地域農業マスタープランとか、い
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ろんな水田の説明会のときに各地域に回るわけですけれども、そのときにも掘り起

こしをしたいし、ぜひそういう制度を使って頑張っていただきたいなと思っており

ます。 

    以上でございます。 

〇副委員長（舘坂久人君） まだありますか、古舘機智男君。 

〇１２番（古舘機智男君）  今の国の全額補助とかという制度の限界も適用するのが難し

い部分があるのですが、実際に農業後継者というのが本当になかなかバトンタッチ

できない状況がある中で、自治体として財政にもいろんな限度もありますし、独自

施策というのも難しいかもしれませんけれども、国に要望したり、あとは今の農業

の実態の中で独自の施策ということも検討課題にしていただきたいということを要

望しておいて、私の質問終わりたいと思います。 

〇副委員長（舘坂久人君） 休憩します。 

               午後 ３時０５分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ３時０５分 再開 

〇副委員長（舘坂久人君） それでは、再開します。 

    定刻の時間になりましたので、これにて審査を終了いたします。明日１０時から

審査を再開します。以上で本日の審査は終了いたします。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇副委員長（舘坂久人君）  本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。  

（午後 ３時０５分） 

 


